
令和６年度第１回幕別町防災会議 次第 

 

日 時：令和７年３月24日（月）14時00分から  

場 所：幕別町役場３階ＡＢＣ会議室   

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議 題 

(1) 議案 第１号 幕別町地域防災計画の修正について 

   資料(1)－１ 幕別町地域防災計画（本編）新旧対照表 

   資料(1)－２ 幕別町地域防災計画（地震・津波編）新旧対照表 

(2) 議案 第２号 幕別町水防計画の修正について 

   資料(2)   幕別町水防計画新旧対照表 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 



議案第1号 

幕別町地域防災計画の修正について 
 

１ 本編の修正について 

 【 第４章 災害予防計画 】 

   ◆第１節 防災思想・知識の普及･啓発及び防災教育の推進に関する計画 

    被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう、女性防災リー

ダーの育成など男女共同参画の取組を進めるよう記載 

 

◆第４節 相互応援（受援）体制整備計画 

   ・被災地に派遣される職員が現地において自活できるよう、必要な資機材や装備品等

を携帯させることに努めるよう記載 

   ・他の市町村に対する応援が迅速に行えるよう、応援職員の宿泊場所等として活用可

能な施設や空き地のリスト化に努めるよう記載 

・災害ボランティアセンターの運営者や設置予定場所、運営に係る費用負担等の明確

化に努める旨を記載 

   

◆第６節 避難体制整備計画 

   ・広域避難等が円滑に実施できるよう、避難先との連携協定や避難者への周知方法等

の基本となる対応手順等の整備を図るよう記載 

・避難所における冷房の確保に留意する旨、また、被災者の多様なニーズに配慮し、 

避難所における生活環境の整備を図るよう記載 

 

◆第７節 要配慮者対策計画 

   ・個別避難計画の作成に当たり、積雪寒冷等の課題に留意する旨や必要に応じて更新

するとともに適切な管理に努める旨を記載 

   ・支援物資の入手方法や広域避難の案内等、外国人に対する広報の充実に努めるよう

記載 

 

【 第５章 災害応急対策計画 】 

   ◆第１節 災害情報収集及び伝達計画 

    町及び防災関係機関は、それぞれが無人航空機（ドローン）やＳＡＲ衛星、衛星通

信を活用したインターネット機器の整備、活用に努めるよう記載 

 

◆第５節 避難対策計画 

   ・避難所内を良好な生活環境にするために、開設当初からパーティションや段ボール

ベッド等の簡易ベッドの設置に努めるよう記載 



   ・簡易トイレやトイレカー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう記載 

   ・在宅避難等の支援拠点が設置された際、必要な物資や被災者支援に係る情報を拠点

の利用者に対して提供するよう記載 

 

◆第 35 節 災害応急金融計画 

被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成にあたっては、被災者支援業務の迅速化・

効率化のため、デジタル技術の活用を検討する旨を記載 

  



２ 地震・津波防災計画編の修正について 

 【 第１章 総則 】 

  ◆第７節 幕別町における地震の想定 

町内で起こり得る主要な活断層や海溝型地震における地震発生率等の長期評価の変

更を反映 

 

【 第２章 災害予防計画 】 

  ◆第３節 地震・津波に関する防災知識の普及・啓発 

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう、女性防災リー

ダーの育成など男女共同参画の取組を進めるよう記載 

 

   ◆第６節 相互応援（受援）体制整備計画 

   ・被災地に派遣される職員が現地において自活できるよう、必要な資機材や装備品等

を携帯させることに努めるよう記載 

   ・他の市町村に対する応援が迅速に行えるよう、応援職員の宿泊場所等として活用可

能な施設や空き地のリスト化に努めるよう記載 

・災害ボランティアセンターの運営者や設置予定場所、運営に係る費用負担等の明確

化に努める旨を記載 

 

◆第８節 避難体制整備計画 

   ・広域避難等が円滑に実施できるよう、避難先との連携協定や避難者への周知方法等

の基本となる対応手順等の整備を図るよう記載 

・避難所における冷房の確保に留意する旨、また、被災者の多様なニーズに配慮し、 

避難所における生活環境の整備を図るよう記載 

 

◆第９節 要配慮者対策計画 

   ・個別避難計画の作成に当たり、積雪寒冷等の課題に留意する旨や必要に応じて更新

するとともに適切な管理に努める旨を記載 

・支援物資の入手方法や広域避難の案内等、外国人に対する広報の充実に努めるよう

記載 

 

◆第 16 節 積雪・寒冷対策計画 

・避難所床面の寒冷に伴う低体温症の発症を予防するために、開設当初からパーティ

ションや段ボールベッド等の簡易ベッドの設置に努めるよう記載（第３章 第５節

にも同様に記載） 

 



【 第３章 災害応急対策計画 】 

  ◆第２節 地震・津波情報伝達計画 

緊急地震速報の発表基準の変更を反映（長周期地震動階級３以上を予想した場合を

追加） 

 

 ◆第５節 避難対策計画 

・避難所内を良好な生活環境にするために、開設当初からパーティションや段ボール

ベッド等の簡易ベッドの設置に努めるよう記載 

・簡易トイレやトイレカー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう記載 

・在宅避難等の支援拠点が設置された際、必要な物資や被災者支援に係る情報を拠点

の利用者に対して提供するよう記載 

 

◆第 32 節 災害救助法の適用と実施 

  災害救助法が適用された市町村に対し、北海道が実施する救助の種類や主な対象者、

実施者区分について一覧を修正 

 

【 第４章 災害復旧計画 】 

◆第３節 災害応急金融計画 

被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成にあたっては、被災者支援業務の迅速化・

効率化のため、デジタル技術の活用を検討する旨を記載 
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幕別町地域防災計画（本編）新旧対照表 
頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

1-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総   則 

第１節 計画策定の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「基本法」という。）第 42 条及び幕別町防災会

議条例（昭和 38 年条例第２号）第２条第１号の規定に基づき、幕別町防災会議が作成する計画であり、本町に

おける災害に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関がそ

の機能の全てを挙げて住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、次の事項を定め、本町防災の万全を

期することを目的とする。 

（略） 

なお、本計画は「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の主にゴール１、11、13、17 の達成に資するものであ

る。 

    

 

第２節 略 

 

第３節 計画の効果的促進 

 （略） 

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における

避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図らな

ければならない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

第４節～第５節 略 

 

第６節 防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱 

    略 

１ 幕別町及びとかち広域消防事務組合 

機 関 名 事務または業務の大綱 

略 

幕別町教育委員会 
(1) ～(3) 略 

（新設） 

２～５ 略 

 

 

 

第１章 総   則 

第１節 計画策定の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「基本法」という。）第 42 条及び幕別町防災会

議条例（昭和 38 年条例第２号）第２条第１号の規定に基づき、幕別町防災会議が作成する計画であり、本町に

おける災害に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関がそ

の機能の全てを挙げて住民をはじめ観光客や外国人等、本町に滞在するあらゆる人々の生命、身体及び財産を災

害から保護するため、次の事項を定め、本町防災の万全を期することを目的とする。 

 （略） 

なお、本計画は「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の主にゴール１、2、3、5、6、7、9、11、13、15、17

の達成に資するものである。 

           

 

第２節 略 

 

第３節 計画の効果的促進 

 （略） 

災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取

り入れた防災対策の推進を図らなければならない。 

 

東日本大震災や令和６年能登半島地震など、これまでに我が国で発生した大規模災害の教訓等を踏まえ、積雪

寒冷地である本道の地域特性を加味し、複合災害も考慮した防災対策の推進を図らなければならない。 

効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術 、ＳＮＳの活用な

ど、災害対応業務のデジタル化を促進する。デジタル化に当たっては、システムを活用したデータ収集・分析・

加工・共有の体制等の整備を図らなければならない。 

 

第４節～第５節 略 

 

第６節 防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱 

    略 

１ 幕別町及びとかち広域消防事務組合 

機 関 名 事務または業務の大綱 

略 

幕別町教育委員会 
(1) ～(3) 略 

(4) 町立学校における防災教育に関すること。 

２～５ 略 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

令和６年度第１回幕別町防災会議 資料(1)－１ 本編 差替版 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

1-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7-1 

 

 

 

 

 

1-7-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-1 

 

 

 

 

６ 指定公共機関 

機 関 名 事務または業務の大綱 

（略） 

東日本電信電話(株) 

  北海道東支店 

（㈱NTT東日本北海道

-北海道東支店） 

(1) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電話の利用制限を 

実施し、重要通信の確保を図ること 

（新設） 

（略） 

㈱エヌ・テイ・ティ・ドコ

モ北海道支社帯広支

店 

(1) 電気通信施設の維持、補修に関すること 

(2) 災害時における通信の確保及びに修繕を行うこと 

(3) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施

し、重要通信の確保を図ること 

（略） 

７～８ 略 

 

第７節 住民及び事業者の基本的責務 

 （略） 

１ 住民の責務 

 （略） 

(1)  平常時の備え 

ア～ク 略 

（新設） 

(2)  災害時の対策 

 ア～カ 略 

 （新設） 

２～３ 略 

４ 町民運動の展開 

災害に関する知識と各自の防災対策に習熟し、その実践を促進する町民運動が継続的に展開されるよう、災害

予防責任者をはじめ、町民個人や家庭、事業者や団体等、多様な主体の連携により、防災の日、防災週間、水防

月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の日、防災とボランティアの日、防災とボラン

ティア週間等のあらゆる機会を活用し、防災意識を高揚するための様々な取組を行い、広く町民の参加を呼びか

けるものとする。 

 

第２章 幕別町の概況 

第１節 自然的条件 

１～４ 略 

 （新設） 

 

 

 

 

６ 指定公共機関 

機 関 名 事務または業務の大綱 

（略） 

東日本電信電話(株) 

  北海道東支店 

（㈱NTT東日本北海道

-北海道東支店） 

(1) 通信設備等の防災対策に関すること 

(2) 重要通信の確保に関すること。 

(3) 災害時における通信の疎通確保と通信設備の復旧に関すること。 

（略） 

㈱エヌ・テイ・ティ・ドコ

モ北海道支社帯広支

店 

(1) 通信設備等の防災対策に関すること 

(2) 重要通信の確保に関すること 

(3) 災害時における通信の疎通確保と通信設備の復旧に関すること。 

（略） 

７～８ 略 

 

第７節 住民及び事業者の基本的責務 

 （略） 

１ 住民の責務 

 （略） 

(1)  平常時の備え 

ア～ク 略 

 ケ ＳＮＳ等の情報の発信元を確認するなど、情報リテラシーの向上 

(2)  災害時の対策 

 ア～カ 略 

 キ インターネット上における真偽の不確かな情報の拡散防止 

２～３ 略 

４ 町民運動の展開 

災害に関する知識と各自の防災対策に習熟し、その実践を促進する町民運動が継続的に展開されるよう、災害

予防責任者をはじめ、町民個人や家庭、事業者や団体等、多様な主体の連携により、防災の日、防災週間、水防

月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の日、火山防災の日、防災とボランティアの

日、防災とボランティア週間等のあらゆる機会を活用し、防災意識を高揚するための様々な取組を行い、広く町

民の参加を呼びかけるものとする。 

 

第２章 幕別町の概況 

第１節 自然的条件 

１～４ 略 

５ 防災対策 

本町における防災対策は、上記の地理的条件や地域構造、人口構成等に加え、気候変動等による将来に見込ま

れる災害リスクも勘案して、総合的に検討し、取り組んでいかなければならない。 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 



 3 / 22 

 

頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 防災組織 

第１節～第２節 略 

 

第３節 気象業務に関する計画 

    略 

１ 略 

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災気象通報 

  略 

 (1) 気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達 

  ア 種類及び発表基準 

(ｱ)気象等に関する特別警報（発表基準は、資料編２－２ 特別警報発表基準参照） 

  予想される現象が特に異常であるため重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を 

警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される。 

現象の種類 基準 

大雨特別警報 
大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。（以下略） 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。 

暴風雪特別警報 
雪を伴う暴風が特に異常であるために重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいときに発表される。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表される。 

略 

    ※ 地面現象の特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。 

(ｲ) 気象等に関する警報（発表基準は、資料編２－２ 警報発表基準参照） 

大雨警報 
（略）大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難が必要と

される警戒レベル３に相当。 

略 

   (ｳ) 気象等に関する注意報（発表基準は、資料編２－２ 注意報発表基準参照） 

大雨注意報 

大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

 

大雪注意報 
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

強風注意報 略 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。強風による災害のおそれに加え、強風で雪が舞って視界が遮ら

れることによる災害のおそれについても注意を呼びかける。 

 

 

第３章 防災組織 

第１節～第２節 略 

 

第３節 気象業務に関する計画 

    略 

１ 略 

２ 気象等に関する特別警報・警報・注意報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報及び火災気象通報 

  略 

 (1) 気象等に関する特別警報・警報・注意報の種類、発表基準及び伝達 

  ア 種類及び発表基準 

(ｱ)気象等に関する特別警報（発表基準は、資料編２－２ 特別警報発表基準参照） 

    予想される現象が特に異常であるため重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合、その旨を 

警告して行う予報。発表は市町村単位で発表される（一部の市町村は分割）。 

現象の種類 基準 

大雨特別警報 
大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表される。（以下略） 

暴風特別警報 
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表される。 

暴風雪特別警報 
雪を伴う暴風が特に異常であるために重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想されたときに発表される。 

大雪特別警報 
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表される。 

略 

    ※ 土砂崩れの特別警報は、大雨特別警報に含めて「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。 

(ｲ) 気象等に関する警報（発表基準は、資料編２－２ 警報発表基準参照） 

大雨警報 
（略）大雨警報（土砂災害）は、高齢者等が危険な場所から避難する必要が

あるとされる警戒レベル３に相当。 

略 

   (ｳ) 気象等に関する注意報（発表基準は、資料編２－２ 注意報発表基準参照） 

大雨注意報 

大雨による土砂災害や浸水害が発生するおそれがあると予想されたとき

に発表される。雨が止んでも、土砂災害等のおそれが残っている場合には

発表を継続する。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。 

大雪注意報 
降雪や積雪による住家等の被害や交通障害など、大雪により災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

強風注意報 略 

風雪注意報 

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。強風による災害のおそれに加え、強風で雪が舞って視界が遮ら

れることによる災害のおそれについても注意を呼びかける。ただし、「大

雪＋強風」の意味ではなく、大雪により災害が発生するおそれがあると予

想されたときには大雪注意報が発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 / 22 

 

頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

濃霧注意報 

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

 

雷注意報 

落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、ひょうといった積乱雲の発達

に伴い発生する激しい気象現象により災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。 

乾燥注意報 略 

なだれ注意

報 

なだれにより災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。 

 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線への被害が起こるおそれがあるとき

に発表される。 

 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、通信線や送電線への被害が起こるおそれがあるとき

に発表される。 

 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、浸水害、土砂災害等の災害が発生するおそれがあるとき

に発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあるとき

に発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、低温による農作物への著しい被害や、冬季の水道管凍結

や破裂による著しい被害が発生するおそれがあるときに発表される 

(ｴ) 洪水警報及び注意報 

洪水警報 
（略）高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相

当。 

略 

   ※ 地面現象及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含めて行わ

れる。 

(2) 気象情報等 

ア 早期注意情報（警報級の可能性） 

    （略）大雨に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があること

を示す警戒レベル１である。 

イ 釧路・根室・十勝地方気象情報・府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って予告的に注意を喚起する場合や、特別警

報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表する情報。 

ウ 台風に関する気象情報 

濃霧注意報 

濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。対象となる災害として、濃い霧により見通しが悪くなることによる交

通障害等の災害があげられる。 

雷注意報 

落雷のほか、急な強い雨、竜巻等の突風、降ひょうといった積乱雲の発

達に伴い発生する激しい気象現象による人や建物への被害により災害が発

生するおそれがあると予想されたときに発表される。 

乾燥注意報 略 

なだれ注意

報 

なだれによる災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。山などの斜面に積もった雪が崩落することによる人や建物の被害が発

生するおそれがあると予想したときに発表される。 

着氷注意報 

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、水蒸気や水しぶきの付着・凍結による通信線・送電

線の断線、船体着氷による転覆・水没等の被害が発生するおそれのあると

きに発表される。 

着雪注意報 

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。具体的には、雪が付着することによる電線等の断線や送電鉄塔等

の倒壊等の被害が発生する（気温０℃付近で発生しやすい）おそれのある

ときに発表される。 

融雪注意報 

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、積雪が融解することによる土砂災害や浸水害が発生する

おそれがあるときに発表される。 

霜注意報 

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される。

具体的には、春・秋に気温が下がって霜が発生することによる農作物や果

実の被害が発生するおそれのあるときに発表される。 

低温注意報 

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表され

る。具体的には、低温による農作物への著しい被害や、水道管の凍結や破

裂による著しい被害が発生するおそれのあるときに発表される 

(ｴ) 洪水警報及び注意報 

洪水警報 
（略）高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル

３に相当。 

略 

   ※ 土砂崩れ及び浸水警報・注意報は、その警報及び注意報事項を気象警報及び気象注意報に含めて行わ

れる。 

(2) 気象情報等 

ア 早期注意情報（警報級の可能性） 

    （略）大雨と高潮に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があ

ることを示す警戒レベル１である。 

イ 釧路・根室・十勝地方気象情報・府県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って予告的に注意を喚起する場合や、特別警

報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される情報。 

ウ 台風に関する気象情報 
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3-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-7 

 

 

 

 

3-3-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防災対策の必要

性を喚起することを目的として発表する情報。 

  エ 略 

オ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、

雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっている時

に発表する情報。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認

することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周

辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を発表する。 

  カ 略 

(3) 略 

(4) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

  キキクル等の種類と概要 

種 類 概 要 

土 砂 キ キ ク ル

（大雨警報（土

砂災害）の危険

度分布）※ 

略 

略 

 (5)～(6) 略 

３ 略 

４ 異常現象を発見した者の措置等 

 (1)～(2) 略 

 (3) 町長の通報(基本法第 54 条第 4 項) 

あて先官署名 電話番号 地 域 

帯広測候所 

帯広市東４条南９丁目２－１ 

帯広（0155）24-4555 

      25-5334 

十勝総合振興局地域管内 

 略 

 別表３-３-２ 関係機関等の連絡先一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

略 

帯広測候所 帯広市東４条南９丁目 0155-24-4555 

略 

 略 

 

第４章 災害予防計画 

略 

第１節 防災思想・知識の普及･啓発及び防災教育の推進に関する計画 

１ 略 

２ 配慮すべき事項 

 (1) 略 

北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防災対策の必要

性を喚起することを目的として発表される情報。 

  エ 略 

オ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、

雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっている時

に発表される情報。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確

認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その

周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨が発表される。 

  カ 略 

(3) 略 

(4) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

キキクル等の種類と概要 

種 類 概 要 

土 砂 キ キ ク ル

（大雨警報（土

砂災害）の危険

度分布） 

略 

略 

(5)～(6) 略 

３ 略 

４ 異常現象を発見した者の措置等 

 (1)～(2) 略 

 (3) 町長の通報(基本法第 54 条第 4 項) 

あて先官署名 電話番号 地 域 

帯広測候所 

帯広市東４条南９丁目２－１ 
帯広（0155）25-2334 

十勝総合振興局地域管内 

 略 

 別表３-３-２ 関係機関等の連絡先一覧 

名   称 所 在 地 電話番号 

略 

帯広測候所 帯広市東４条南９丁目 0155-25-2334 

略 

 略 

 

第４章 災害予防計画 

略 

第１節 防災思想・知識の普及･啓発及び防災教育の推進に関する計画 

１ 略 

２ 配慮すべき事項 

 (1) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不要な文字の

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号の変

更に伴う修正 

 

 

 

電話番号の変

更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 / 22 

 

頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

4-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-1 

 

 

 

 

 

4-3-2 

 

 

 

 

 

 

4-4-1 

 

 

 

 

 (2) 高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者

を支援する体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分

配慮するよう努める。 

 

 

第２節 防災訓練計画 

    略 

１ 略 

２ 訓練の種別 

 略 

 （新設） 

(9) その他災害に関する訓練 

 

３ 防災会議が主唱する訓練 

(1) 防災総合訓練 

災害救助、水防活動、大規模火災を想定した応急対策活動を中心に総合的立体的に実施する。 

 (2)～(3) 略 

４～６ 略 

 

第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 

 略 

１ 備蓄の基本方針 

 (1)～(7) 略 

 （新設） 

 （新設） 

 

２ 略 

３ 備蓄倉庫等の整備 

 (1)～(3) 略 

 （新設） 

 

 

第４節 相互応援（受援）体制整備計画 

    略 

１ 基本的な考え方 

 （略） 

 併せて、大規模災害が発生した際等に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、応援や受援に

関する計画や、災害の種類、被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、それぞれ防災業務計画や地域防災計画

等に位置付けるよう努めるとともに、防災総合訓練などにおいて応援・受援体制を検証し、さらなる連携の強化

を図るものとする。 

 

 (2) 高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者

を支援する体制が確立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分

配慮するよう、女性防災リーダーの育成や防災会議の委員に占める女性の割合を高めるなど、防災の取組へ

の男女共同参画に努める。 

 

第２節 防災訓練計画 

    略 

１ 略 

２ 訓練の種別 

 略 

(9) 応援・受援訓練 

(10) その他災害に関する訓練 

 

３ 防災会議が主唱する訓練 

(1) 防災総合訓練 

地震・津波災害、風水害、雪害等を想定した応急対策活動を中心に総合的立体的に実施する。 

 (2)～(3) 略 

４～６ 略 

 

第３節 物資及び防災資機材等の整備・確保に関する計画 

 略 

１ 備蓄の基本方針 

 (1)～(7) 略 

 (8) アレルギー対応食や流動食、適温食の提供に必要な資機材を備蓄するなど、避難者の健康に配慮すること。 

(9) 厳冬期の災害時には積雪等により域外からの物資が届きにくくなることを想定し、特に孤立予想地域の備

蓄の充実を図ること。 

２ 略 

３ 備蓄倉庫等の整備 

 (1)～(3) 略 

(4) 備蓄倉庫等については、備蓄物資が災害時に効果的に活用できるよう、孤立予想地域における物資の確保、

災害時のアクセスを十分考慮し設定すること。 

 

第４節 相互応援（受援）体制整備計画 

    略 

１ 基本的な考え方 

 （略） 

 併せて、大規模災害が発生した際等に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、応援や受援に

関する計画や、災害の種類、被災地域に応じた対応マニュアルを策定し、それぞれ防災業務計画や地域防災計画

等に位置付けるよう努めるとともに、派遣職員が現地において自活できるよう必要な資機材や装備品等を携帯さ

せることに努めるものとし、防災総合訓練などにおいて応援・受援体制を検証し、さらなる連携の強化を図るも

のとする。 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6-1 

 

 

２ 相互応援（受援）体制の整備 

(1) 道や他の市町村への応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速に行えるよう、日頃から道や他の市町村

と災害対策上必要な資料の交換を行なうほか、あらかじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要な応援準備及

び受援体制を整えておくものとする。 

 

 (2)～(4) 略 

３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

 (1)～(4) 略 

（新設） 

 

 

 

 

第５節 自主防災組織の育成等に関する計画 

 略 

１～５ 略 

６ 組織の活動 

 (1) 略 

 (2)  平常時の活動 

ア 略 

   イ 防災訓練の実施 

     略 

    （新設） 

 

(ｴ) 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手当の方法等

を習得する。 

(ｵ) 図上訓練  

町の一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地区の防災上の弱点等を見い

だし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地元住民の立場に立った図上訓練を実施

する。 

   ウ～エ 略 

 (3)～(4) 略 

 

第６節 避難体制整備計画 

    略 

１ 避難誘導体制の構築 

 (1)～(6) 略 

 （新設） 

 

(7) 町は、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や関係団体との協定の締結や当該農地に

２ 相互応援（受援）体制の整備 

(1) 道や他の市町村への応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速に行えるよう、応援職員等の宿泊場所

として活用可能な施設や空き地のリストなど、日頃から道や他の市町村と災害対策上必要な資料の交換を

行なうほか、あらかじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要な応援準備及び受援体制を整えておくものとす

る。 

 (2)～(4) 略 

３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

 (1)～(4) 略 

 (5) 町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、町地域防災計画等において、災害ボランテ

ィアセンターを運営する者（町社会福祉協議会等）を明確化するとともに、災害ボランティアセンターの

設置・運営における役割分担等を相互に協議の上、定めるよう努めるものとする。特に災害ボランティア

センターの設置予定場所や災害ボランティアセンターの運営に係る費用負担については、町地域防災計画

に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとする。 

第５節 自主防災組織の育成等に関する計画 

 略 

１～５ 略 

６ 組織の活動 

 (1) 略 

 (2)  平常時の活動 

   ア 略 

   イ 防災訓練の実施 

     略 

    (ｴ) 避難所開設・運営訓練 

指定避難所の開設及び地域住民による自主的な運営を行う訓練を実施する。 

(ｵ) 救出救護訓練 

家屋の倒壊や崖崩れ等により下敷きとなった者の救出活動及び負傷者に対する応急手当の方法等

を習得する。 

(ｶ) 図上訓練  

町の一定の区域内における図面を活用して、想定される災害に対し、地区の防災上の弱点等を見い

だし、それに対処する避難方法等を地域で検討し実践する、地元住民の立場に立った図上訓練を実施

する。 

   ウ～エ 略 

 (3)～(4) 略 

 

第６節 避難体制整備計画 

    略 

１ 避難誘導体制の構築 

 (1)～(6) 略 

 (7) 道及び町は、観光施設を通じ、観光客に災害発生時における避難等の措置について情報提供できるよう体

制を構築する。 

(8) 町は、都市農地を避難場所等として活用できるよう、都市農業者や関係団体との協定の締結や当該農地に
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おける防災訓練の実施等に努めるものとする。 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

２ 略 

３ 避難所の確保等 

 (1) 略 

 (2) 略 

  ア～ウ 略 

 （新設） 

(3)～(7) 略 

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

 

(8) 指定避難所は、次のとおり区分する。また、地域の状況により必要とする場合は、所有者の同意を得て民

間施設を指定する。 

   略 

４ 避難計画の策定等 

 (1) 略 

(2) 防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民等への周知 

町長は、住民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など、災害発生時に人の生命又は身体に危険

が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急

避難場所及び避難路等、必要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ等を作成し、印刷物の配布

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 (3) 町の避難計画 

町の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防災組織等の育成を通じて避難体制の確立

に努めるものとする。また、要配慮者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、関係団体、

福祉事業者等の協力を得ながら、平常時より、情報伝達体制の整備、避難行動要支援者名簿の作成及び情報

共有、個別避難計画の作成等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

 

 

 

  ア 略 

  イ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

おける防災訓練の実施等に努めるものとする。 

(9) 冬期の避難は、積雪や路面凍結等により時間を要することや暴風雪による視界不良、大雪・雪崩による避

難経路の寸断、寒さによる低体温症のリスクについて注意する必要があることから、町は、日頃から、冬期

における避難誘導体制の検討や冬期避難の困難性に関する住民等への周知に努めるものとする。 

(10) 道と町は、互いに連携し、基本となる手順等を踏まえながら、ホテル・旅館・福祉施設等、避難先との

連携協定や避難者への周知方法、避難者と２次避難先とのマッチング、輸送方法等、広域避難等が円滑に実

施できるよう、その環境整備を図る。 

２ 略 

３ 避難所の確保等 

 (1) 略 

 (2) 略 

  ア～ウ 略 

  エ 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めていること。 

(3)～(7) 略 

(8) 町は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点

を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 

(9) 町は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地域の実情

に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を検討するよう努め

るものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な

物資の備蓄に努めるものとする。 

(10) 指定避難所は、次のとおり区分する。また、地域の状況により必要とする場合は、所有者の同意を得て

民間施設を指定する。 

   略 

４ 避難計画の策定等 

 (1) 略 

(2) 防災マップ・ハザードマップ・Web ハザードマップ等の作成及び住民等への周知 

町長は、住民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など、災害発生時に人の生命又は身体に危険

が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避

難場所及び避難路等、必要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ・Web ハザードマップ等を作

成し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 (3) 町の避難計画 

町の避難計画は、次の事項に留意して作成するとともに、自主防災組織等の育成を通じて避難体制の確立

に努めるものとする。また、要配慮者を速やかに避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、関係団体、

福祉事業者等の協力を得ながら、平常時より、情報伝達体制の整備、避難行動要支援者名簿の作成及び情報

共有、個別避難計画の作成等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

なお、避難計画の策定に際しては、昼夜間人口の差異や孤立可能性、冬の寒さ、夏の暑さ等の地理的・気

象的条件を考慮するよう努めるものとする。 

   

ア 略 

  イ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区、収容人数及び家庭動物受入可否 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7-5 

 

 

  ウ～エ 略 

  オ 指定避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

   (ｱ)～(ｳ) 略 

   (ｴ) 暖房及び発電機用燃料の確保 

   (ｵ) 略 

   （新設） 

 

  カ～ク 略 

 （新設） 

 

 

５ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、避難誘導や各種災害応

急対策などの業務が錯綜し、居住者や指定避難所への受入状況などの把握に支障を生じることが想定され

る。 

このため、指定避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難所管理者に周知

徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）など、避難状況を把握するためのシステムを整

備することが望ましい。なお、個人データの取り扱いには十分留意するものとする。 

また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様式を定め印刷の上、各避難所に保管す

ることが望ましい。 

 

６～７ 略 

 

第７節 要配慮者対策計画 

     略 

１ 要配慮者への対策 

町は、防災担当部局と福祉担当部局との連携のもと、消防団及び自主防災組織等の防災関係機関並びに社会福

祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険制度関係者、障害団体等の福祉関係者と協力して、要配慮者の避難支

援に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 (1)～(5) 略 

２ 避難行動要支援者への対応 

  略 

 (1)～(7) 略 

 (8)  個別避難計画の作成 

  ア 町は、庁内の防災・福祉・保健・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署による横断的な組織の

ほか、避難支援等関係者と連携しながら作成に取り組む。 

  ウ～エ 略 

  オ 指定避難所の開設等に伴う被災者救護措置に関する事項 

   (ｱ)～(ｳ) 略 

   (ｴ) 冷暖房及び発電機用燃料の確保 

   (ｵ) 略 

(ｶ) 上記のほか、一人ひとりの事情から生じる多様なニーズに配慮するなど、被災者の人間らしさを保つ

ために必要な生活環境の整備 

  カ～ク 略 

 (4) 避難所運営 

避難所運営において、町は、マニュアルの作成や訓練等を通じて、住民等が主体的に避難所運営に関与で

きるよう指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努めるものとする。 

５ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、道路の寸断や停電の発

生等に加え、避難誘導や各種災害応急対策などの業務が錯綜し、居住者や指定避難所への受入状況などの把

握に支障を生じることが想定される。 

このため、指定避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難所管理者に周知

徹底を図るとともに、デジタル技術を活用し、避難者台帳（名簿）を容易に作成できるシステムを整備する

ことが望ましい。システムを整備する際には、個人情報の取り扱いや、停電時に備えた非常用電源の確保に

は十分留意するものとする。 

また、避難者台帳（名簿）をデジタル管理する場合においても、避難者の状況を把握するためのシステム

のバックアップとして、必要に応じ印刷の上、各避難所に保管することが望ましい。 

６～７ 略 

 

第７節 要配慮者対策計画 

     略 

１ 要配慮者への対策 

町は、防災担当部局や福祉担当部局をはじめとする関係部局との連携の下、平常時から避難行動要支援者に関

する情報を把握し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、定期的に更新を行うとともに、庁舎等の

被災等の事態が生じた場合においても要配慮者の安全の確保等に支障が生じないよう、電子媒体と紙媒体の両方

で保管するほか、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を積極的に検討する等、名簿情報及び

個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

また、消防団、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から要配慮者と接している社会福祉協議会、

民生委員、福祉事業者、障がい者団体等の福祉関係者と協力して、要配慮者に関する情報の共有、避難行動支援

に係る地域防災力の向上等、避難支援の体制整備を推進するものとする。 

 (1)～(5) 略 

２ 避難行動要支援者への対応 

  略 

 (1)～(7) 略 

 (8)  個別避難計画の作成 

  ア 町は、庁内の防災・福祉・保健・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署による横断的な組織の

ほか、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関係者と連携
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

イ 避難関係者への事前の個別避難計画の提供 

   (略) 

 

 

 

  ウ 略 

３～５ 略 

６ 外国人に対する対策 

 略 

 (1) 多言語による広報の充実 

(2) 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

 (3)～(4) 略 

７～８ 略 

 

第８節 平時の情報収集・伝達体制整備計画 

 略 

１ 略 

２ 町及び防災関係機関 

 (1) 略 

 (2) 災害時において停電の発生も想定し、情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通信手段の多重化・多

様化に努めるものとする。特に、被災者等への情報伝達手段として、防災行政無線（戸別受信機を含む）等

の無線通信システムの整備を図るとともに、有線通信システムや携帯電話、衛星携帯電話等の無線通信シス

テムも含め、要配慮者にも配慮した多様な手段の整備に努めるものとする。 

 

 (3) 略 

３ 略 

 

第９節～第 10 節 略 

 

第 11 節 水害予防計画 

 略 

１～８ 略 

９ 報告 

 (1)～(2) 略 

 

して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努める。

この場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するものとする。また、

個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避

難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事

態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める

ものとする。 

イ 避難関係者への事前の個別避難計画の提供 

(略) 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。

その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

ウ 略 

３～５ 略 

６ 外国人に対する対策 

 略 

 (1) 支援物資の入手方法や広域避難の案内等、多言語による広報の充実 

(2) 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化及びピクトグラム化 

 (3)～(4) 略 

７～８ 略 

 

第８節 平時の情報収集・伝達体制整備計画 

 略 

１ 略 

２ 町及び防災関係機関 

 (1) 略 

 (2) 災害時において停電の発生も想定し、情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通信手段の多重化・多

様化、非常用電源の確保に努めるものとする。特に、被災者等への情報伝達手段として、防災行政無線（戸

別受信機を含む）等の無線通信システムの整備を図るとともに、有線通信システムや携帯電話、衛星携帯電

話、衛星インターネット等の無線通信システムも含め、要配慮者にも配慮した多様な手段の整備に努めるも

のとする。 

 (3) 略 

３ 略 

 

第９節～第 10 節 略 

 

第 11 節 水害予防計画 

 略 

１～８ 略 

９ 報告 

 (1)～(2) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

4-11-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-11-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図表４-11-２ 十勝川洪水予報の伝達系統図 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４-11-３ 水防警報伝達系統図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 略 

 

 図表４-11-２ 十勝川洪水予報の伝達系統図 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４-11-３ 水防警報伝達系統図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 略 

 

 

電話番号の変

更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号の変

更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯広開発建設部 

２４-３１９４ 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-5110 

北海道警察 

釧路方面本部 

警 備 課 

０１５４-２５-０１１０ 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

陸上自衛隊第５旅団 

第４普通科連隊 

本部管理中隊 

４８－５１２１ 

十勝総合振興局 

危機対策室主査 

２６-９０２３ 

 

ＮＨＫ帯広放送局 

２３-３１１１ 

（水防管理者） 

幕別町防災環境課 

防災危機管理係 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

事業課施設保全室長 

２７－８７２６ 

幕別消防署 

幕別町消防団 

５４-２４３４ 

（警報共同発表） 

帯広測候所 

２４-４５５５ 

（ホットライン） 

２６-３５１９ 

 

十勝総合振興局 

危機対策室主査 

２６-９０２３ 

 

帯広開発建設部 

２４-４１２１ 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１１０ 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

２６-９２１１ 

幕別消防署 

幕別町消防団 

５４-２４３４ 

陸上自衛隊第５旅団

第４普通科連隊 

本部管理中隊 

４８－５１２１ 

（水防管理者） 

幕 別 町 役 場 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

北海道開発局 

北 海 道 

危機対策課 

（専用回線） 

帯広開発建設部 

２４-３１９４ 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１４６ 

北海道警察 

釧路方面本部 

警 備 課 

０１５４-２５-０１１０ 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

陸上自衛隊第５旅団 

第４普通科連隊 

本部管理中隊 

４８－５１２１ 

十勝総合振興局 

危機対策室主査 

２６-９０２３ 

 

ＮＨＫ帯広放送局 

２３-３１１１ 

（水防管理者） 

幕別町防災環境課 

防災危機管理係 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

事業課施設保全室長 

２７－８７２６ 

幕別消防署 

幕別町消防団 

５４-２４３４ 

（警報共同発表） 

帯広測候所 

２５-２３３４ 

（ホットライン） 

２６-３５１９ 

 

十勝総合振興局 

危機対策室主査 

２６-９０２３ 

 

帯広開発建設部 

２４-４１２１ 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１４６ 

十勝総合振興局 

帯広建設管理部 

２６-９２１１ 

幕別消防署 

幕別町消防団 

５４-２４３４ 

陸上自衛隊第５旅団

第４普通科連隊 

本部管理中隊 

４８－５１２１ 

（水防管理者） 

幕 別 町 役 場 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

北海道開発局 

北 海 道 

危機対策課 

（専用回線） 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

4-15-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-15-2 

 

 

 

 

 

4-15-3 

 

 

 

第 12 節～第 14 節 略 

 

第 15 節 土砂災害の予防計画 

 略 

１ 土砂災害危険箇所の周知 

町は、防災関係機関等と連携して、急傾斜地崩壊危険区域等の土砂災害危険箇所の実態把握に努め、地域

住民に周知する。（「資料編 資料１０-６ 土砂災害危険箇所」参照） 

また、地域住民は土砂災害危険箇所及び警戒避難に関する知識を深める。 

(1) 急傾斜地崩壊危険区域 ：傾斜度３０°以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で、保全人家等が現にあるもの

及び住宅の立地が見込まれるもの 

(2) 土石流危険渓流区域 ：渓床勾配３°以上の谷地形を有する渓流で、保全人家等が現にあるもの及び住

宅の立地が見込まれるもの 

２ 土砂災害危険箇所の警戒体制 

町は、異常降雨及び降雪により土砂災害が予想される場合、地域住民及び関係機関と協力して、危険箇所

の監視及び巡廻等を行い、災害を未然に防ぐ体制を整備する。 

警戒体制をとるべき時期については、「第３章第２節 幕別町災害対策本部」別表３-２-２ 幕別町職員災

害非常配備体制表の第１次警戒体制及び第２次警戒体制による。 

また、土砂災害危険箇所の避難対策は、「第５章第５節 避難対策計画」の定めによる。 

３ 略 

４ 土砂災害危険箇所等の情報収集・伝達 

  (1)   土砂災害情報等の収集 

別図４-15-１ 土砂災害情報等の収集に流れ 

   略 

  ※情報を収集すべき危険箇所 

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（「資料編 資料１０-５ 土砂災害警戒区域等の指定箇所」

参照） 

・急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流（「資料編 資料１０-６ 土砂災害危険箇所」参照） 

  (2) 略 

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所 

  略 

 (1)～(3) 略 

 (4) 避難指示等の発令対象区域 

土砂災害の危険が高まった場合の避難指示等の発令対象区域は、「資料５－２ 指定避難所」に記載の対

象町内会とする。 

なお、土砂災害警戒区域等に位置する公共施設は、糠内中学校、農業者トレーニングセンター、古舞小学

校、まなびや中里、葬斎場が該当する。 

 (5) 略 

６ 土砂災害防止対策 

 (1) 町及び関係機関は、それぞれの所轄区域の保全及び安全を確保するため、土砂災害危険箇所に防止柵の設

置を行い、また、表示板等により住民への周知を図る対策を講ずる。 

 (2) 略 

第 12 節～第 14 節 略 

 

第 15 節 土砂災害の予防計画 

 略 

１ 土砂災害警戒区域等の周知 

町は、防災関係機関等と連携して、土砂災害警戒区域等の実態把握に努め、地域住民に周知する。（「資

料編 資料１０-５ 土砂災害警戒区域等の指定箇所」参照） 

また、地域住民は土砂災害警戒区域等及び警戒避難に関する知識を深める。 

  （削除） 

 

  （削除） 

 

２ 土砂災害警戒区域等の警戒体制 

町は、異常降雨及び降雪により土砂災害が予想される場合、地域住民及び関係機関と協力して、危険箇所

の監視及び巡廻等を行い、災害を未然に防ぐ体制を整備する。 

警戒体制をとるべき時期については、「第３章第２節 幕別町災害対策本部」別表３-２-２ 幕別町職員災

害非常配備体制表の第１次警戒体制及び第２次警戒体制による。 

また、土砂災害警戒区域等の避難対策は、「第５章第５節 避難対策計画」の定めによる。 

３ 略 

４ 土砂災害警戒区域等の情報収集・伝達 

  (1)   土砂災害情報等の収集 

別図４-15-１ 土砂災害情報等の収集の流れ 

   略 

※情報を収集すべき危険箇所 

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（「資料編 資料１０-５ 土砂災害警戒区域等の指定箇所」

参照） 

（削除） 

  (2) 略 

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所 

  略 

 (1)～(3) 略 

 (4) 避難指示等の発令対象区域 

土砂災害の危険が高まった場合の避難指示等の発令対象区域は、「資料５－２ 指定避難所」に記載の対

象町内会とする。 

なお、土砂災害警戒区域等に位置する公共施設は、糠内中学校、農業者トレーニングセンター、旧古舞小

学校、まなびや中里、葬斎場が該当する。 

 (5) 略 

６ 土砂災害防止対策 

(1) 町及び関係機関は、それぞれの所轄区域の保全及び安全を確保するため、土砂災害警戒区域等に防止柵の

設置を行い、また、表示板等により住民への周知を図る対策を講ずる。 

(2) 略 

 

 

 

 

国通知により

「土砂災害危

険箇所」を使

用しないこと

となったこと

による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字の修正 

 

 

国通知により

「土砂災害危

険箇所」を使

用しないこと

となったこと

による修正 

 

 

 

 

閉校に伴う修

正 

 

国通知により

「土砂災害危

険箇所」を使

用しないこと



 13 / 22 

 

頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-16-1 

 

 

 

 

 

4-16-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 防災意識の向上 

(1) 土砂災害危険箇所（土砂災害警戒区域等）、洪水浸水想定区域、指定避難所、平時からの備え、その他避

難情報等の入手方法などを記載したハザードマップを全世帯に配布し、住民の土砂災害に対する知識や認

識の向上を図る。 

(2) 急傾斜地崩壊危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危険箇所の住

民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)の報告や住民自身による防災措置（自主避難等）な

どの周知・啓発を図る。 

(3) 土石流危険渓流危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危険箇所の

住民に対し、河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁り)の報告や住民自身による防災措置（自

主避難等）などの周知・啓発を図る。 

 

第 16 節 積雪・寒冷対策計画 

 略 

１ 略 

２ 避難救出措置等 

町は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するため、北海道雪害対策実施要綱に準じ、所要の対策を講ずると

ともに、特に次の事項につき十分留意するものとする。 

 (1) 略 

 (2) 災害発生時における避難、救出、給水、食料、燃料供給及び防疫等の応急措置の体制を整えること。 

３～４ 略 

５ 寒冷対策の推進 

 (1) 略 

(2) 避難所対策 

町は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料のほか、積

雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用スノーボード等）の備蓄に努める

とともに、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバックアップ設

備の整備に努める。 

また、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避難所の確保に努める。 

なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予想される

ことから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結などにより、必要

な台数の確保に努める。 

 

 

 (3)～(4) 略 

６ 略 

 

第 17 節～18 節 略 

 

第５章 災害応急対策計画 

略 

第１節 災害情報収集及び伝達計画 

７ 防災意識の向上 

(1) 土砂災害警戒区域等、洪水浸水想定区域、指定避難所、平時からの備え、その他避難情報等の入手方法な

どを記載したハザードマップを全世帯に配布し、住民の土砂災害に対する知識や認識の向上を図る。 

 

(2) 土砂災害警戒区域等の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危険箇所の住民

に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)や河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁

り)の報告や住民自身による防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 

（削除） 

 

 

 

第 16 節 積雪・寒冷対策計画 

 略 

１ 略 

２ 避難救出措置等 

町は、積雪・寒冷対策を積極的に実施するため、北海道雪害対策実施要綱第９に基づき、所要の対策を講

ずるとともに、次の事項につき留意するものとする。 

 (1) 略 

 (2) 積雪・寒冷を想定した避難所の整備や避難所運営の実施、防寒着等の資機材の備蓄 

３～４ 略 

５ 寒冷対策の推進 

 (1) 略 

(2) 避難所対策 

町は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料のほか、積

雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用スノーボード等）の備蓄に努める

とともに、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、施設に外部受電盤等を設置する

など、非常電源等のバックアップ設備の整備に努める。 

また、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避難所の確保に努める。 

なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予想される

ことから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結などにより、必要

な台数の確保に努める。 

町は、災害時避難所を開設する際には、避難所床面の寒冷に伴う低体温症の発症を予防するため、開設当

初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努める。 

 (3)～(4) 略 

６ 略 

 

第 17 節～18 節 略 

 

第５章 災害応急対策計画 

略 

第１節 災害情報収集及び伝達計画 

となったこと

による修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

5-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2-1 

 

 

5-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

    略 

１ 情報及び被害状況報告の収集、連絡 

災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）の収集連絡は、災害の予防及び応急対策を実

施する基本となることから、町及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織、ヘリコプター、衛星通

信車、テレビ会議、通信ネットワーク等を全面的に活用し、迅速・的確な災害情報等を収集・相互に交換

するものとする。 

道は、町から道への被災状況の報告ができない場合、その他必要と認めるときは、情報収集のため被災

地に職員を派遣するなど、必要な措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

２～４ 略 

５ 情報の分析整理 

  略 

○火災・災害等即報に関する情報の送付・連絡先  

【通常時の報告先】 

時間帯 平日（9:30～18：15） 平日（左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 
消防庁宿直室 

（防庁防災・危機管理センター内） 

略 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

（北海道総合行政情報

ネットワーク） 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-43423 

FAX   048-500-90-49033 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-49102 

FAX   048-500-90-49036 

６～７ 略 

 

第２節 災害通信計画 

 略 

１ 略 

２ （全削除） 

３ 専用通信設備 

 略 

４ 関係機関の公衆通信設備以外の通信 

 略 

５ 通信途絶時等における措置 

 略 

第２節～第４節 略 

 

第５節 避難対策計画 

    略 

    略 

１ 情報及び被害状況報告の収集、連絡 

災害情報及び被害状況報告（以下「災害情報等」という。）の収集連絡は、災害の予防及び応急対策を実

施する基本となることから、町及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織や無人航空機、ＳＡＲ衛

星、ヘリコプター、衛星通信車、テレビ会議、通信ネットワーク等を全面的に活用し、迅速・的確な災害

情報等を収集・相互に交換するものとする。その際、ヘリ搭載カメラ、定点カメラなど様々な手段を用い

て情報収集に当たるとともに、夜間はヘリ搭載赤外線カメラ等についても積極的に活用するものとする。 

また、通信が途絶している地域で応急活動に当たる場合を想定し、衛星通信を活用したインターネット

機器の整備、活用に努めることとする。 

道は、町から道への被災状況の報告ができない場合、その他必要と認めるときは、情報収集のため被災

地に職員を派遣するなど、必要な措置を講じるものとする。 

 

２～４ 略 

５ 情報の分析整理 

  略 

○火災・災害等即報に関する情報の送付・連絡先  

【通常時の報告先】 

時間帯 平日（9:30～18：15） 平日（左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 
消防庁宿直室 

（防庁防災・危機管理センター内） 

略 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

（北海道総合行政情報

ネットワーク） 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-49013 

FAX   048-500-90-49033 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-49102 

FAX   048-500-90-49036 

６～７ 略 

 

第２節 災害通信計画 

 略 

１ 略 

 

２ 専用通信設備 

 略 

３ 関係機関の公衆通信設備以外の通信 

 略 

４ 通信途絶時等における措置 

 略 

第２節～第４節 略 

 

第５節 避難対策計画 

    略 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

5-5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～６ 略 

７ 指定避難所の設置 

 (1)～(3) 略 

 (4) 指定避難所の開設及び管理 

ア 町は、災害時は、必要に応じ、指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周知徹底を図るものと

する。 

 なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとともに、施設の構造や立地場所など安全性

の確保に努めるものとする。 

 また、要配慮者のため、必要に応じて指定福祉避難所を開設するものとする。指定避難所だけでは施

設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避

難所として開設する。 

 

イ～キ 略 

８ 指定避難所の運営管理 

 (1) 略 

 (2) 指定避難所の運営管理 

  ア （略） 

    また、町は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう配

慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その

立ち上げを支援するものとする。 

 

イ 町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努

めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所運営に関与できるよ

うに配慮するよう努めるものとする。 

なお、実情に合わせて、応援職員やボランティア、地域防災マスター等による避難所運営業務の分担

等、自主運営のための各種支援を行うこととし、関係団体等との連携・協力に努めるものとする。 

  ウ 略 

  エ 町は、指定避難所ごとに受け入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食事のみ受け取り

に来ている被災者、車中泊の被災者等に係る情報を早期に把握するとともに、やむを得ず指定避難所に滞

在することができない被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。 

 

  オ 町は、指定避難所の生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう実態とニーズ把握に努めるもの

とする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとす

る。その際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、道及び医療・保健関係者等と連携し

て、段ボールベッドの早期導入や衛生面に優れたコンテナ型のトイレの配備等の支援を行うとともに、専

門家、NPO、ボランティア等との定期的な情報交換に努めるものとする。また、避難の長期化等必要に応

じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等によ

る巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみの処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所

の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

１～６ 略 

７ 指定避難所の設置 

(1)～(3) 略 

 (4) 指定避難所の開設及び管理 

ア 町は、災害時は、必要に応じ、指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周知徹底を図るものと

する。 

 なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとともに、施設の構造や立地場所など安全性

を確認し、避難所内を良好な生活環境とするため開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡

易ベッドを設置するよう努めるものとする。 

 また、要配慮者のため、必要に応じて指定福祉避難所を開設するものとする。指定避難所だけでは施

設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得て避

難所として開設する。 

  イ～キ 略 

８ 指定避難所等の運営管理 

 (1) 略 

 (2) 指定避難所の運営管理 

  ア （略） 

    また、町は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう配

慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その

立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対

して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意するものとする。 

イ 町は、指定避難所の運営管理に際しては、実情に合わせて、応援職員やボランティア、地域防災マス

ター等による避難所運営業務の分担等、自主運営のための各種支援を行うこととし、関係団体等との連

携・協力に努めるものとする。 

 

 

  ウ 略 

  エ 町は、指定避難所ごとに受け入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食事のみ受け取り

に来ている被災者、車中泊の被災者等に係る情報を早期に把握するとともに、やむを得ず指定避難所に滞

在することができない被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。その際、デジタル技術を活用し効

率的な情報の把握に努めるものとする。 

  オ 町は、被災者の人間らしさを保てる環境を整備するため、指定避難所の生活環境に注意を払い、常に良

好なものとするよう実態とニーズ把握に努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状

況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。その際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確

保及び福祉的な支援の充実のために、道及び医療・保健関係者等と連携して、段ボールベッドの早期導入

や、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレ、キッチンカー等の設置に配慮す

るよう努めるとともに、専門家、NPO、ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関する知見

やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努めるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、

プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師や看護師等による巡回

の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみの処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生

状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

5-5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-5-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-5-14 

 

 

 

 

5-5-15 

 

 

 

 

  カ～ケ 略 

  （新設） 

 

 

 

コ 略 

サ 略 

シ 略 

ス 略 

セ 略 

ソ 略 

タ 略 

 (3)～(4) 略 

９ 略 

10 広域避難 

 略 

 (1)～(3) 略 

 (4) 関係機関の連携 

町、道及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で適切

な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 広域一時滞在 

(1) 道内における広域一時滞在 

ア～カ 略 

 （新設） 

 

 

キ 略 

 (2)～(3) 略 

 （新設） 

 

 

 

 

  カ～ケ 略 

  コ 町は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必

要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対し

ても提供するものとする。 

なお、道は、町に対する助言・支援に努めるものとする。 

サ 略 

シ 略 

ス 略 

セ 略 

ソ 略 

タ 略 

チ 略 

 (3)～(4) 略 

９ 略 

10 広域避難 

 略 

 (1)～(3) 略 

 (4) 関係機関の連携 

町、道及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で適切な

役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

   この場合においては、次の事項に留意して対応するものとする。 

ア 広域避難を行うべき場合やその対象者の整理 

イ 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、旅館等を含む）の確保 

ウ バスなど被災者の移送手段の確保 

エ 広域避難についての被災者の意向の把握 

オ 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテル、旅館等を含む）のマッチング 

カ 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

キ 広域避難先での継続的な支援 

11 広域一時滞在 

(1) 道内における広域一時滞在 

  ア～カ 略 

キ 知事は、上記アに基づく町長からの助言の求めがあった場合には、被災住民の広域一時滞在が円滑に行

われるよう調整するとともに、この場合において、必要に応じ上記イからカにより協議元市町村長又は協

議先市町村が行うこととされている協議、通知および公示を代わって実施することができるものとする。  

ク 略 

 (2)～(3) 略 

 (4) 関係機関の連携 

道、町、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で適切な役

割分担を行った上で、広域一時滞在を実施するよう努めるものとする。 

この場合においては、次の事項に留意して対応するものとする。 

(ｱ) 広域一時滞在を行うべき場合やその対象者の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11-1 

 

 

 

 

 

 

 

第６節～第７節 略 

 

第８節 交通応急対策計画 

    略 

１ 略 

２ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うため、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、あらかじめ

道路啓開等の計画を立案するなど事前の備えを推進する。 

 

 

 

 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

４ 緊急輸送のための交通規制 

  略 

 (1) 略 

 (2) 緊急通行車両の確認手続き 

  ア～エ 略 

  オ 事前届出制度の普及等 

    道、町及び地方行政機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されるよう、輸

送協定を締結した民間事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度の周知を行うととも

に、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図るものとする。 

 (3)～(4) 略 

５ 略 

 

第９節～第 10 節 略 

 

第 11 節 給水計画 

 略 

１ 実施責任 

 略 

 (1)～(2) 略 

 (3) 生活用水の確保 

(ｲ) 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、旅館等を含む）の確保 

(ｳ) バスなど被災者の移送手段の確保 

(ｴ) 広域一時滞在についての被災者の意向の把握 

(ｵ) 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテル、旅館等を含む）のマッチング 

(ｶ) 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

(ｷ) 広域一時滞在先での継続的な支援 

 

第６節～第７節 略 

 

第８節 交通応急対策計画 

    略 

１ 略 

２ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うため、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、あらかじめ

道路啓開等の計画を立案するなど事前の備えを推進する。 

道路啓開については、十勝地方道路啓開計画【初版】（令和５年３月 十勝地方道路防災連絡協議会）に

基づき実施する。 

なお、道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復

旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図るものとする。 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

４ 緊急輸送のための交通規制 

  略 

 (1) 略 

 (2) 緊急通行車両の確認手続き 

  ア～エ 略 

  オ 発災前確認手続の普及等  

道、町及び地方行政機関は、輸送協定を締結した事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための確認

手続を発災前に行うことができる旨周知を行うとともに、自らも発災前の手続を積極的に行うなど、その

普及を図るものとする。 

 (3)～(4) 略 

５ 略 

 

第９節～第 10 節 略 

 

第 11 節 給水計画 

 略 

１ 実施責任 

 略 

 (1)～(2) 略 

 (3) 生活用水の確保 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-14-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-22-1 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の生活用水の水源として、緊急貯水槽（耐震性貯水槽）と配水池の貯留水を主体とし、不足する

場合は、井戸水、自然水(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水槽等の水をろ過、滅菌して供給する

ものとする。 

 

 (4) 略 

 （新設） 

 

 

２～６ 略 

７ 応援の要請 

町長は、自ら飲料水の供給を実施することが困難な場合は、他市町村又は道へ飲料水の供給又はこれに要

する要員及び給水資機材の応援を要請するものとする。 

 

第 12～13 節 略 

 

第 14 節 石油類燃料供給計画 

 略 

１～２ 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15～21 節 略 

 

第 22 節 住宅対策計画 

 略 

１～３ 略 

４ 応急仮設住宅 

 （新設） 

 

 

 

 

(1) 略 

(2) 略  

(3) 建設型応急住宅の建設 

災害時の生活用水の水源として、緊急貯水槽（耐震性貯水槽）と配水池の貯留水を主体とし、不足する

場合は、井戸水、自然水(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水槽等の水をろ過、滅菌して供給する

ものとする。 

なお、これらの水源は平時からリスト化に取り組むよう努めるものとする。 

 (4) 略 

 (5) 協定による給水 

災害時の応急給水や応急復旧及び応急復旧用資材の提供等について、必要に応じて水道関係団体や民間

事業者等と協定を締結する。 

２～６ 略 

７ 応援の要請 

町長は、自ら飲料水の供給を実施することが困難な場合は、他市町村又は道、災害時協定を締結する水道

関係団体や民間事業者等に対し、飲料水の供給又はこれに要する要員及び給水資機材の応援を要請するもの

とする。 

第 12～13 節 略 

 

第 14 節 石油類燃料供給計画 

 略 

１～２ 略 

３ 緊急車両等への優先給油の実施 

  発災後に中核ＳＳにおいて優先給油を受けることができる緊急車両等は次のとおり。 

・緊急通行車両確認標章を提示した車両又は緊急通行車両等事前届出済証を提示した車両 

・規制除外車両事前届出済証を提示した車両 

・道路交通法第 39 条第１項に規定する緊急自動車 

・自衛隊車両 

・優先給油対象車両証明書を提示した車両 

・その他、知事が必要と認めた車両 

 

第 15～21 節 略 

 

第 22 節 住宅対策計画 

 略 

１～３ 略 

４ 応急仮設住宅 

(1) 応急仮設住宅の種類は次のとおりとする。 

ア 建設型応急住宅 

プレハブ住宅、木造住宅の建設、ムービングハウス等の設置 

イ 賃貸型応急住宅 

民間賃貸住宅等の提供 

(2) 略 

(3) 略 

 

災計画の修正
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

5-22-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-30-3 

 

 

 

 

5-31-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として、建設型応急住宅の設置は知事が行う。 

(4) 建設戸数 

町長の要請に基づき、知事は戸数を決定する。 

(5) 建設予定場所 

原則として町有地とする。ただし、これによりがたいときは、適当な公有地または私有地とする。 

道及び町は、災害時に応急仮設住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設可能戸数につ

いて、あらかじめ把握するものとする。 

(6) 規模、構造、存続期間及び費用 

ア 建設型応急住宅の標準規模は、１戸につき 29.7 平方メートルを基準とする。構造は、原則として軽量

鉄骨組立方式による６連戸以下の連続建てもしくは共同建てとする。ただし、被害の程度その他必要と

認めた場合は１戸建て、または木造住宅により実施する。 

イ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事完了後、３月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて、

２年以内とすることができる。 

ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、政

令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに期間を延長することができる。 

 

ウ 費用は災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

 (7)～(8) 略 

５～10 略 

 

第 23～29 節 略 

 

第 30 節 自衛隊派遣要請及び活動計画 

 略 

１～３ 略 

４ 派遣活動 

 (1)～(9) 略 

(10) 炊飯及び給水支援 

   略 

 (11)～(15) 略 

５～８ 略 

 

第 31 節 広域応援計画 

大規模災害が発生した場合、町単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難と判断した場合、道

及び他市町村への応援要請については、本計画に定める。なお、応援要請にあたっては、受入体制に不備が

生じないよう十分配慮する。また、他の市町村が被災した場合には、被災地被害状況等の情報収集を積極的

に行うとともに、速やかに応援体制を整える。 

なお、広域応援のうち、広域一時滞在については、｢第５節 避難体制整備計画｣の「８ 広域一時滞在｣によ

る。 

 

 

 

(4) 建設戸数 

町長の要請に基づき、知事は戸数を決定する。 

(5) 建設型応急住宅の建設地、構造等 

・原則として町有地とする。ただし、これによりがたいときは、適当な公有地または私有地とする。 

・道及び町は、災害時に応急仮設住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設可能戸数につ

いて、あらかじめ把握するものとする。 

 

・建設型応急住宅の標準規模は、１戸につき 29.7 平方メートルを基準とする。構造は、原則として軽量

鉄骨組立方式による６連戸以下の連続建てもしくは共同建てとする。ただし、被害の程度その他必要と

認めた場合は１戸建て、または木造住宅により実施する。 

・応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事完了後、３月以内であるが、特定行政庁の許可を受けて、２

年以内とすることができる。ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置

に関する法律に基づき、政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに期間を延長する

ことができる。 

(6) 費用 

費用は災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

 (7)～(8) 略 

５～10 略 

 

第 23～29 節 略 

 

第 30 節 自衛隊派遣要請及び活動計画 

 略 

１～３ 略 

４ 派遣活動 

 (1)～(9) 略 

(10) 給食、給水及び入浴支援 

略 

 (11)～(15) 略 

５～８ 略 

 

第 31 節 広域応援・受援計画 

大規模災害が発生した場合、町単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難と判断した場合、災

害応急対策を円滑に実施するための広域応援・受援対策については、本計画に定めるほか、「北海道災害時応

援・受援マニュアル」による。なお、応援要請にあたっては、冬期は積雪・凍結等により、部隊や応援職員

等の移動や救助、輸送、復旧活動に通常より時間を要することから、平常時から装備・資機材の充実、活動

要領等を考慮する必要があるほか、道外からの応援者は積雪・凍結等の状況での円滑な行動が困難な場合が

あることに留意し、受入体制に不備が生じないよう十分配慮する。また、他の市町村が被災した場合には、

被災地被害状況等の情報収集を積極的に行うとともに、速やかに応援体制を整える。 

なお、広域応援のうち、広域一時滞在については、｢第５節 避難体制整備計画｣の「８ 広域一時滞在｣によ
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

5-31-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-33-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-35-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～３ 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

第 32 節 略 

 

第 33 節 防災ボランティアとの連携計画 

    略 

１ 略 

２ ボランティアの受入れ 

  （略） 

また、ボランティアの受入れに当たっては、高齢者や障がい者等への支援や、外国人とのコミュニケーシ

ョン等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティア活動

の拠点を提供するなど、その活動が円滑に行われるよう必要な支援に努める。 

３～４ 略 

 

第 34 節 略 

 

第 35 節 災害応急金融計画 

    略 

１ 実施計画 

 (1)～(4) 略 

 (5) 被災者生活再建支援金 

   略 

 

また、町は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期にり災

証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。 

 

 

 （新規） 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

１～３ 略 

４ 防災関係機関の活動拠点等 

防災関係機関は、災害応急対策若しくは災害復旧が円滑に実施できるよう、必要に応じて被災地域付近に

おける活動拠点の確保に努めるものとする。なお、活動拠点の確保や、燃料供給地点、応援者の宿泊場所等

の確保が困難である場合は、道や町、他の防災関係機関に対し活動拠点等の確保について協力を依頼するこ

とができる。 

 

第 32 節 略 

 

第 33 節 防災ボランティアとの連携計画 

    略 

１ 略 

２ ボランティアの受入れ 

  （略） 

また、ボランティアの受入れに当たっては、ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとと

もに、必要に応じてボランティア活動の拠点を提供するなど、その活動が円滑に行われるよう必要な支援に努

める。 

３～４ 略 

 

第 34 節 略 

 

第 35 節 災害応急金融計画 

    略 

１ 実施計画 

 (1)～(4) 略 

 (5) 被災者生活再建支援金 

   略 

ア り災証明書 

町は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期にり

災証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際は、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の

写真を活用するなど、住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めるものとする。 

    イ 被災者台帳 

町は、被災者の被害の程度や援護の実施記録等を一元的に整理した被災者台帳を作成し、被災者

の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。作成にあたっては、被災者支援業務の迅速

化・効率化のため、デジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

なお、当該台帳作成に必要な範囲で、被災者に関する個人情報を内部で活用できることとする。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケー 

スマネジメント(一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するき

め細かな支援を継続的に実施する取組)の実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-6-2 

 

 

 

２～３ 略 

 

第 36 節 略 

 

第６章 略 

 

第７章 事故災害対策計画 

第１節 航空災害対策計画 

    略 

１ 略 

２ 災害応急対策 

 (1) 情報通信 

  ア 情報通信連絡系統 

   ① 略 

   ② 発生地点が不明な場合（航空機の捜索活動） 

注）　救難調整本部は、東京空港事務所に設けられる

東 京 救 難
調 整 本 部

警 察 庁
防 衛 庁
国 土 交 通 省
消 防 庁

幕 別 町
幕 別 消 防 署

東 京 航 空 局
空 港 事 務 所

札 幌 航 空
交 通 管 制 部

北 海 道警 察 本部
自 衛 隊

空 港 管 理
事 務 所

北 海 道
（危機対策局）

北海道エアポート
空 港 事 務 所

 

  イ 略 

 (2)～(12) 略 

 

第２節～第５節 略 

 

第６節 林野火災災害対策計画 

    略 

１ 災害予防 

 (1) 実施事項 

  ア～ウ 略 

  エ ＪＲ及びバス等運送業者 

    ＪＲ及びバス等運送業者は、平常時から、乗客、乗員のたばこの投げ捨て等による林野火災の発生を防

したきめ細かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努

めるものとする。 

２～３ 略 

 

第 36 節 略 

 

第６章 略 

 

第７章 事故災害対策計画 

第１節 航空災害対策計画 

    略 

１ 略 

２ 災害応急対策 

 (1) 情報通信 

  ア 情報通信連絡系統 

   ① 略 

   ② 発生地点が不明な場合（航空機の捜索活動） 

注）　救難調整本部は、東京空港事務所に設けられる

東 京 救 難
調 整 本 部

警 察 庁
防 衛 省
国 土 交 通 省
消 防 庁

幕 別 町
幕 別 消 防 署

東 京 航 空 局
空 港 事 務 所

札 幌 航 空
交 通 管 制 部

北 海 道警 察 本部
自 衛 隊

空 港 管 理
事 務 所

北 海 道
（危機対策局）

北海道エアポート
空 港 事 業 所

 

イ 略 

 (2)～(12) 略 

 

第２節～第５節 略 

 

第６節 林野火災災害対策計画 

    略 

１ 災害予防 

 (1) 実施事項 

  ア～ウ 略 

  エ ＪＲ及びバス等運送業者 

    ＪＲ及びバス等運送業者は、車両通行中に林野火災を発見した場合の連絡系統及び周知方法の確立等に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防

災計画の修正
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

止するため、乗客に対する注意喚起、車両通行中に林野火災を発見した場合の連絡系統及び周知方法の確

立等により路線火災の防止に努めるとともに、次の事項に協力する。 

 (2)～(3) 略 

２ 略 

 

第７節 略 

 

第８章 略 

より路線火災の防止に努めるとともに、次の事項に協力する。 

 

(2)～(3) 略 

２ 略 

 

第７節 略 

 

第８章 略 

に伴う修正 
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幕別町地域防災計画（地震・津波防災計画編）新旧対照表 
頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

1-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

1-4-4 

 

 

 

 

第１章 総  則 

第１節 計画の目的 

 この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「基本法」という。）第 42 条及び幕別町防災

会議条例（昭和 38 年条例第２号）第２条第１号の規定に基づき、幕別町防災会議が作成する計画であり、本町

における災害に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関

がその機能の全てを挙げて住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、次の事項を定め、本町防災の

万全を期することを目的とする。 

 

 

 

第２節 略 

 

第３節 計画の効果的促進 

 （略） 

新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所におけ

る避難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入れた防災対策の推進を図

らなければならない。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

第４節 計画の基本方針 

    略 

１ 防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱 

 (1)～(5) 略 

 (6) 指定公共機関 

機 関 名 事務または業務の大綱 

（略） 

東日本電信電話(株) 

  北海道東支店 

（㈱NTT東日本北海道

-北海道東支店） 

(1) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電話の利用制限を 

実施し、重要通信の確保を図ること 

（新設） 

（略） 

㈱エヌ・テイ・ティ・ドコ

モ北海道支社帯広支

店 

(1) 電気通信施設の維持、補修に関すること 

(2) 災害時における通信の確保及びに修繕を行うこと 

(3) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施

し、重要通信の確保を図ること 

（略） 

第１章 総  則 

第１節 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「基本法」という。）第 42 条、幕別町防災会

議条例（昭和 38 年条例第２号）第２条第１号の規定及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法(平成 16 年法律第 27 号。以下「日本海溝特措法」という。）に基づき、幕別町防

災会議が作成する計画であり、本町における災害に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策

を実施するにあたり、防災関係機関がその機能の全てを挙げて住民をはじめ観光客や外国人等、本町に滞在す

るあらゆる人々の生命、身体及び財産を災害から保護するため、次の事項を定め、本町防災の万全を期するこ

とを目的とする。 

 

第２節 略 

 

第３節 計画の効果的促進 

 （略） 

災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を

取り入れた防災対策の推進を図らなければならない。 

 

東日本大震災や令和６年能登半島地震など、これまでに我が国で発生した大規模災害の教訓等を踏まえ、積

雪寒冷地である本道の地域特性を加味し、複合災害も考慮した防災対策の推進を図らなければならない。 

効果的・効率的な防災対策を行うため、ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用な

ど、災害対応業務のデジタル化を促進する。デジタル化に当たっては、システムを活用したデータ収集・分

析・加工・共有の体制等の整備を図らなければならない。 

 

第４節 計画の基本方針 

 略 

１ 防災関係機関等の処理すべき事務または業務の大綱 

 (1)～(5) 略 

 (6) 指定公共機関 

機 関 名 事務または業務の大綱 

（略） 

東日本電信電話(株) 

  北海道東支店 

（㈱NTT東日本北海道

-北海道東支店） 

(1) 通信設備等の防災対策に関すること 

(2) 重要通信の確保に関すること。 

(3) 災害時における通信の疎通確保と通信設備の復旧に関すること。 

（略） 

㈱エヌ・テイ・ティ・ドコ

モ北海道支社帯広支

店 

(1) 通信設備等の防災対策に関すること 

(2) 重要通信の確保に関すること 

(3) 災害時における通信の疎通確保と通信設備の復旧に関すること。 

（略） 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度第１回幕別町防災会議 資料(1)－２ 地震・津波防災計画編 差替版 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

1-4-6 

 

 

 

 

1-4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)～(8) 略 

２ 住民及び事業者の基本的責務 

 略 

 (1) 住民の責務 

  ア 平常時の備え 

   (ｱ)～(ｸ) 略 

   （新設） 

  イ 災害時の対策 

   (ｱ)～(ｶ) 略 

   （新設） 

 (2)～(3) 略 

 (4) 町民運動の展開 

    災害に関する知識と各自の防災対策に習熟し、その実践を促進する道民運動が継続的に展開されるよ

う、災害予防責任者をはじめ、町民個人や家庭、事業者や団体等、多様な主体の連携により、防災の日、

防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の日、防災とボランティ

アの日、防災とボランティア週間等のあらゆる機会を活用し、防災意識を高揚するための様々な取組を行

い、広く町民の参加を呼びかけるものとする。 

 

第５節～第６節 略 

 

第７節 幕別町における地震の想定 

１ 略 

 (1)～(3) 略 

表１－７－２ 主要な活断層及び海溝型地震の長期評価 

【活断層】 

主要断層帯名 
地震規模 
（ マ グ ニ

チュード） 

地震発生確率 

平均活動間隔 最新活動時期 
30 年以内 50 年以内 100 年以内 

略 

石狩低地東縁断層帯（主

部） 
7.9 程度 ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

ほぼ 0％ 

～0.002％ 

1000 年－2000 年

程度 
1739 年－1885 年 

略 

（注）算定基準日：令和４年（2022 年）１月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)～(8) 略 

２ 住民及び事業者の基本的責務 

 略 

 (1) 住民の責務 

  ア 平常時の備え 

   (ｱ)～(ｸ) 略 

   (ｹ) ＳＮＳ等の情報の発信元を確認するなど、情報リテラシーの向上 

  イ 災害時の対策 

   (ｱ)～(ｶ) 略 

   (ｷ) インターネット上における真偽の不確かな情報の拡散防止 

 (2)～(3) 略 

 (4) 町民運動の展開 

    災害に関する知識と各自の防災対策に習熟し、その実践を促進する道民運動が継続的に展開されるよ

う、災害予防責任者をはじめ、町民個人や家庭、事業者や団体等、多様な主体の連携により、防災の日、

防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の日、火山防災の日、防

災とボランティアの日、防災とボランティア週間等のあらゆる機会を活用し、防災意識を高揚するための

様々な取組を行い、広く町民の参加を呼びかけるものとする。 

 

第５節～第６節 略 

 

第７節 幕別町における地震の想定 

１ 略 

 (1)～(3) 略 

表１－７－２ 主要な活断層及び海溝型地震の長期評価 

【活断層】 

主要断層帯名 
地震規模 
（ マ グ ニ

チュード） 

地震発生確率 

平均活動間隔 最新活動時期 
30 年以内 50 年以内 100 年以内 

略 

石狩低地東縁断層帯（主

部） 
7.9 程度 ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

ほぼ 0％ 

～0.003％ 

1000 年－2000 年

程度 
1739 年－1885 年 

略 

（注）算定基準日：令和６年（2024 年）１月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

1-7-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【海溝型地震】 

 （注）算定基準日：令和４年（2022 年）１月１日現在 

 

２ 幕別町における想定地震津波 

 (1) 基本的な考え方 

北海道は、「平成５年（1993 年）北海道南西沖地震」や「平成 15 年（2003 年）十勝沖地震」をはじ

め、津波による多くの犠牲者と甚大な被害を被っている。 

このため、津波発生時における住民の避難対策の強化を図るとともに、北海道沿岸地域に影響を及ぼ

す海域の地震による津波に対する対策の強化を図るため、想定される最大地震津波に対応した本道沿岸

域における詳細な津波浸水予測及び被害想定を行ってきた。 

平成 23 年３月 11 日に発生した「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」を踏まえ、津波堆積物

調査などの科学的知見により、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波の想定を行い、各海域の想

定の見直しに取り組んでいく。 

 

 

 

 (2) 北海道太平洋沿岸の地震 

   （略） 

領域又は地震名 

地震規模 
（マグニ

チュー

ド） 

地震発生確率 平均発生

間隔 

最新発生 

時期 10 年以内 30 年以内 50 年以内 

千

島

海

溝

沿

い 

略 

十勝沖 
8.0～8.6

程度 
0.3％ 10％程度 40％程度 80.3 年 18.3 年前 

根室沖 
7.8～8.5

程度 
30％程度 80％程度 90％程度以上 65.1 年 48.5 年前 

略 

日

本

海

溝

沿

い 

超巨大地震（東北地方太平洋

沖型） 
9.0 程度 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

550～600

年程度 
10.8 年前 

青森県東宝沖及び岩手県沖北

部 
7.9 程度 0.007％～4％ 10％～30％ 70％ 97.0 年 53.6 年前 

略 

日

本

海

東

縁

部 

略 

北海道西方沖の地震 7.5 前後 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

1400 

～3900 年

程度 

81.4 年前 

北海道南西沖の地震 7.8 前後 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

500 

～1400 年

程度 

28.5 年前 

青森県西方沖の地震 7.7 前後 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

500 

～1400 年

程度 

38.6 年前 

【海溝型地震】 

 （注）算定基準日：令和６年（2024 年）１月１日現在 

 

２ 幕別町における想定地震津波 

 (1) 基本的な考え方 

北海道は、「平成５年（1993 年）北海道南西沖地震」や「平成 15 年（2003 年）十勝沖地震」をはじ

め、津波による多くの犠牲者と甚大な被害を被っている。 

また、流氷接岸時期に津波が発生した場合、沿岸に流氷とともに津波が押し寄せることがあり、1952 

年（昭和 27 年）3 月に発生した十勝沖地震では、浜中村霧多布地区（当時）において、流氷とともに押

し寄せた津波により家屋が破壊されるなど、甚大な被害が発生した。 

このため、津波発生時における住民の避難対策の強化を図るとともに、北海道沿岸地域に影響を及ぼ

す海域の地震による津波に対する対策の強化を図るため、想定される最大地震津波に対応した本道沿岸

域における詳細な津波浸水予測及び被害想定を行ってきた。 

平成 23 年３月 11 日に発生した「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」を踏まえ、津波堆積物

調査などの科学的知見により、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの津波の想定を行い、各海域の想

定の見直しに取り組んでいく。 

 (2) 北海道太平洋沿岸の地震 

   （略） 

領域又は地震名 

地震規模 

（マグニ

チュー

ド） 

地震発生確率 平均発生

間隔 

最新発生 

時期 10 年以内 30 年以内 50 年以内 

千
島
海
溝
沿
い 

略 

十勝沖 
8.0～8.6

程度 
0.6％ 10％程度 40％程度 80.3 年 20.3 年前 

根室沖 
7.8～8.5

程度 
30％程度 80％程度 90％程度以上 65.1 年 50.5 年前 

略 

日

本

海

溝

沿

い 

超巨大地震（東北地方太平洋

沖型） 
9.0 程度 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

550～600

年程度 
12.8 年前 

青森県東方沖及び岩手県沖北

部 
7.9 程度 0.02％～5％ 10％～30％ 70％～80％ 97.0 年 55.6 年前 

略 

日

本

海

東

縁

部 

略 

北海道西方沖の地震 7.5 前後 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

1400 

～3900 年

程度 

83.4 年前 

北海道南西沖の地震 7.8 前後 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

500 

～1400 年

程度 

30.5 年前 

青森県西方沖の地震 7.7 前後 ほぼ 0％ ほぼ 0％ ほぼ 0％ 

500 

～1400 年

程度 

40.6 年前 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正及び誤字

の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-3 

 

 

 

 

 

 

2-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5-1 

    なお、沿岸最大水位・最大遡上高及び予測される津波到達時間については、表１－７－３のとおりで

ある。 

 

表１-７-３ 略 

３ 略 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 住民の心得 

    略 

１～５ 略 

６ 津波に対する心得 

 (1)～(4) 略 

 (5)  強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる津波（いわゆる津波地震や遠地地震によって

引き起こされるもの）が発生する可能性がある。 

 (6)～(11) 略 

 

第２節 略 

 

第３節 地震・津波に関する防災知識の普及・啓発 

町及び防災関係機関は、地震・津波災害を予防し、またはその拡大を防止するため、防災関係職員に対し

て地震・津波防災に関する教育、研修、訓練を行うとともに、一般住民に対して地震・津波に係る防災知識

の普及・啓発を図り、防災活動の的確かつ円滑な実施に努める。 

防災知識の普及・啓発にあたっては、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が確

立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努め

る。 

また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図るものとす

る。 

 

１～２ 略 

３ 普及・啓発の時期 

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の日及び防災

とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内容により最も効果のある時期を選んで行うもの

とする。 

 

第４節 略 

 

第５節 物資及び防災資機材の整備・確保に関する計画 

    略 

１ 食料その他の物資の確保 

 (1)～(7) 略 

 （新設） 

    なお、沿岸最大水位・最大遡上高及び予測される津波到達時間については、表１－７－３のとおりで

あり、令和４年７月及び 12 月に日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の被害想定を公表し、令和５年２月

に道が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震減災計画を策定した。 

表１-７-３ 略 

３ 略 

 

第２章 災害予防計画 

第１節 住民の心得 

    略 

１～５ 略 

６ 津波に対する心得 

 (1)～(4) 略 

 (5)  強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる津波（いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴

火等によって引き起こされるもの）が発生する可能性がある。 

 (6)～(11) 略 

 

第２節 略 

 

第３節 地震・津波に関する防災知識の普及・啓発 

町及び防災関係機関は、地震・津波災害を予防し、またはその拡大を防止するため、防災関係職員に対し

て地震・津波防災に関する教育、研修、訓練を行うとともに、一般住民に対して地震・津波に係る防災知識

の普及・啓発を図り、防災活動の的確かつ円滑な実施に努める。 

防災知識の普及・啓発にあたっては、要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が確

立されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう、女性

防災リーダーの育成や防災会議の委員に占める女性の割合を高めるなど、防災の取組への男女共同参画に努

める。 

また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及推進を図るものとす

る。 

１～２ 略 

３ 普及・啓発の時期 

防災の日、防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン、津波防災の日、火山防

災の日及び防災とボランティアの日、防災とボランティア週間等、普及の内容により最も効果のある時期を

選んで行うものとする。 

 

第４節 略 

 

第５節 物資及び防災資機材の整備・確保に関する計画 

 略 

１ 食料その他の物資の確保 

 (1)～(7) 略 

(8) アレルギー対応食や流動食、適温食の提供に必要な資機材を備蓄するなど、避難者の健康に配慮するこ
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

2-5-2 

 

 

 

 

 

2-6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

２ 略 

３ 備蓄倉庫等の整備 

 (1)～(3) 略 

 （新設） 

 

 

第６節 相互応援（受援）体制整備計画 

    略 

１ 基本的な考え方  

災害予防責任者は、地震・津波災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時

から相互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO 等に委託可能な災害対策に係る業

務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管

理する施設を把握しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努めるものとする。  

また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体や防災関係機関から応援を受けるこ

とができるよう、応援・受援に関する連絡・要請の手順や応援機関の活動拠点、資機材等の集積・輸送体制

等について必要な準備を整えるよう努めるものとする。併せて、地震・津波による大規模災害が発生した際

に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、応援や受援に関する計画や、被災地域に応じた

対応マニュアルを策定し、それぞれの防災業務計画や地域防災計画等に位置付けるよう努めるとともに、防

災総合訓練などにおいて応援・受援体制を検証し、さらなる連携の強化を図るものとする。 

 

２ 相互応援（受援）体制の整備 

(1) 道や他の市町村への応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速に行えるよう、日頃から道や他の市町

村と災害対策上必要な資料の交換を行なうほか、あらかじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要な応援準

備及び受援体制を整えておくものとする。 

 

(2)～(4) 略 

３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

 (1)～(4) 略 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

第７節 自主防災組織の育成等に関する計画 

    略 

１～５ 略 

と。 

(9) 厳冬期の災害時には積雪等により域外からの物資が届きにくくなることを想定し、特に孤立予想地域の

備蓄の充実を図ること。 

２ 略 

３ 備蓄倉庫等の整備 

 (1)～(3) 略 

(4) 備蓄倉庫については、備蓄物資が災害時に効果的に活用できるよう、孤立予想地域における物資の確

保、災害時のアクセスを十分考慮し設定すること。 

 

第６節 相互応援（受援）体制整備計画 

    略 

１ 基本的な考え方  

災害予防責任者は、地震・津波災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行えるよう、平常時

から相互に協定を締結するなど、連携強化に努めるとともに、企業、NPO 等に委託可能な災害対策に係る業

務については、あらかじめ企業等との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業者の管

理する施設を把握しておくなど、そのノウハウや能力等の活用に努めるものとする。  

また、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体や防災関係機関から応援を受けるこ

とができるよう、応援・受援に関する連絡・要請の手順や応援機関の活動拠点、資機材等の集積・輸送体制

等について必要な準備を整えるよう努めるものとする。併せて、地震・津波による大規模災害が発生した際

に、被災市町村への応援を迅速かつ的確に実施できるよう、応援や受援に関する計画や、被災地域に応じた

対応マニュアルを策定し、それぞれの防災業務計画や地域防災計画等に位置付けるよう努めるとともに、派

遣職員が現地において自活できるよう必要な資機材や装備品等を携帯させることに努めるものとし、防災総

合訓練などにおいて応援・受援体制を検証し、さらなる連携の強化を図るものとする。 

２ 相互応援（受援）体制の整備 

(1) 道や他の市町村への応援要求又は他の市町村に対する応援が迅速に行えるよう、応援職員等の宿泊場所

として活用可能な施設や空き地のリストなど、日頃から道や他の市町村と災害対策上必要な資料の交換を

行なうほか、あらかじめ連絡先の共有を徹底するなど、必要な応援準備及び受援体制を整えておくものと

する。 

(2)～(4) 略 

３ 災害時におけるボランティア活動の環境整備 

 (1)～(4) 略 

(5) 町は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、町地域防災計画等において、災害ボランテ

ィアセンターを運営する者（町社会福祉協議会等）を明確化するとともに、災害ボランティアセンター

の設置・運営における役割分担等を相互に協議の上、定めるよう努めるものとする。特に災害ボランテ

ィアセンターの設置予定場所や災害ボランティアセンターの運営に係る費用負担については、町地域防

災計画に明記する、相互に協定を締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとす

る。 

 

第７節 自主防災組織の育成等に関する計画 

    略 

１～５ 略 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

2-7-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 組織の活動 

 (1) 略 

 (2) 平常時の活動 

   ア 略 

   イ 防災訓練の実施 

    (ｱ)～(ｳ) 略 

    （新設） 

 

(ｴ) 略 

(ｵ) 略 

   ウ～エ 略 

 (3)～(4) 略 

 

第８節 避難体制整備計画 

    略 

１ 避難誘導体制の構築 

 (1)～(6) 略 

 （新設） 

 

(7) 略  

 （新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

２ 略  

３ 指定避難所の確保等 

 (1) 略 

(2) 町は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記に加えて次の基準に適合

する施設を指定福祉避難所として指定する。 

  ア～ウ 略 

  （新設） 

(3)～(7) 略 

（新設） 

 

 

 （新設） 

 

 

 

６ 組織の活動 

 (1) 略 

 (2)  平常時の活動 

   ア 略 

   イ 防災訓練の実施 

    (ｱ)～(ｳ) 略 

    (ｴ) 避難所開設・運営訓練 

指定避難所の開設及び地域住民による自主的な運営を行う訓練を実施する。 

(ｵ) 略 

(ｶ) 略 

   ウ～エ 略 

 (3)～(4) 略 

 

第８節 避難体制整備計画 

    略 

１ 避難誘導体制の構築 

(1)～(6) 略 

 (7) 道及び町は、観光施設を通じ、観光客に災害発生時における避難等の措置について情報提供できるよう

体制を構築する。 

(8) 略  

(9) 冬期の避難は、積雪や路面凍結等により時間を要することや暴風雪による視界不良、大雪・雪崩による

避難経路の寸断、寒さによる低体温症のリスクについて注意する必要があることから、町は、日頃から、

冬期における避難誘導体制の検討や冬期避難の困難性に関する住民等への周知に努めるものとする。 

(10) 道と町は、互いに連携し、基本となる手順等を踏まえながら、ホテル・旅館・福祉施設等、避難先と

の連携協定や避難者への周知方法、避難者と２次避難先とのマッチング、輸送方法等、広域避難等が円滑

に実施できるよう、その環境整備を図る。 

２ 略 

３ 指定避難所の確保等 

 (1) 略 

(2) 町は、主として要配慮者を滞在させることが想定されるものにあっては、上記に加えて次の基準に適合

する施設を指定福祉避難所として指定する。 

  ア～ウ 略 

  エ 要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。 

 (3)～(7) 略 

(8) 町は、在宅避難者等が発生する場合や避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための

拠点を設置することなど、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 

(9)  町は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地域の

実情に応じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置することなど、車中泊避難者の支援方策を検討す

るよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者

の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

2-8-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8-6 

 

 

2-8-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 略 

４ 避難計画の策定等 

 (1) 略 

(2) 防災マップ・ハザードマップ等の作成及び住民等への周知 

町長は、住民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など、災害発生時に人の生命又は身体に

危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方法、指

定緊急避難場所及び避難路等、必要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ等を作成し、印

刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 (3) 町の避難計画 

   （略） 

町は、道の津波避難計画策定指針を参考に津波対策を点検し、必要に応じて新たに津波避難計画（全

体計画・地域計画）や地域防災計画津波対策編等の策定に取り組むとともに、主に次の事項に留意して

自主防災組織等の育成を通じて避難体制の確立に努めるものとする。また、避難行動要支援者を速やか

に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、町内会、関係団体、福祉事業者等の協力を得ながら、

平常時より、情報伝達体制の整備、避難行動要支援者に関する情報の把握・共有、避難行動要支援者ご

との個別避難計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

 

 

ア 略 

イ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区及び対象人口 

ウ～エ 略 

オ 指定緊急避難場所・指定避難所の開設に伴う被災者救護措置に関する事項 

(ｱ)～(ｳ) 略 

(ｴ) 暖房及び発電機用燃料の確保 

(ｵ) 略 

  （新設） 

 

  カ～キ 略 

 （新設） 

 

 

５ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、避難誘導や各種応急

対策などの業務が錯綜し、居住者や指定避難所への受入状況などの把握に支障を生じることが想定され

る。 

このため、指定避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難所管理者に周

知徹底を図るとともに、災害時用の住民台帳（データベース）など、避難状況を把握するためのシステム

を整備することが望ましい。なお、個人データの取扱いには十分留意するものとする。 

また、避難者台帳（名簿）を速やかに作成するため、あらかじめ様式を定め印刷の上、各避難所に補完

することが望ましい。 

 

(10) 略 

４ 避難計画の策定等 

 (1) 略 

(2) 防災マップ・ハザードマップ・Web ハザードマップ等の作成及び住民等への周知 

町長は、住民等の円滑な避難を確保するため、浸水想定区域など、災害発生時に人の生命又は身体に

危険が及ぶおそれがあると認められる土地の区域を表示した図面に、災害に関する情報の伝達方法、指

定緊急避難場所及び避難路等、必要となる事項を記載した防災マップ、ハザードマップ・Web ハザードマ

ップ等を作成し、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 (3) 町の避難計画 

   （略） 

町は、道の津波避難計画策定指針を参考に津波対策を点検し、必要に応じて新たに津波避難計画（全

体計画・地域計画）や地域防災計画津波対策編等の策定に取り組むとともに、主に次の事項に留意して

自主防災組織等の育成を通じて避難体制の確立に努めるものとする。また、避難行動要支援者を速やか

に避難誘導するため、地域住民、自主防災組織、町内会、関係団体、福祉事業者等の協力を得ながら、

平常時より、情報伝達体制の整備、避難行動要支援者に関する情報の把握・共有、避難行動要支援者ご

との個別避難計画の策定等の避難誘導体制の整備に努めるものとする。 

なお、避難計画の策定に際しては、昼夜間人口の差違や孤立可能性、冬の寒さ、夏の暑さ等の地理

的・気象的条件を考慮するよう努めるものとする。 

ア 略 

イ 指定緊急避難場所・指定避難所の名称、所在地、対象地区、収容人数及び家庭動物受入可否 

ウ～エ 略 

オ 指定緊急避難場所・指定避難所の開設等に伴う被災者救護措置に関する事項 

(ｱ)～(ｳ) 略 

(ｴ) 冷暖房及び発電機用燃料の確保 

(ｵ) 略 

(ｶ) 上記のほか、一人ひとりの事情から生じる多様なニーズに配慮するなど、被災者の人間らしさを保

つために必要な生活環境の整備 

  カ～キ 略 

(4) 避難所運営 

   避難所運営において、町は、マニュアルの作成や訓練等を通じて、住民等が主体的に避難所運営に関与

できるよう指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努めるものとする。 

５ 被災者の把握 

被災者の避難状況の把握は、被災者支援、災害対策の基本となるが、発災直後は、道路の寸断や停電の

発生等に加え、避難誘導や各種応急対策などの業務が錯綜し、居住者や指定避難所への受入状況などの把

握に支障を生じることが想定される。 

このため、指定避難所における入所者登録などの重要性について、避難所担当職員や避難所管理者に周

知徹底を図るとともに、デジタル技術を活用し、避難者台帳（名簿）を容易に作成できるシステムを整備

することが望ましい。システムを整備する際には、個人情報の取扱いや、停電時に備えた非常用電源の確

保には十分留意するものとする。 

また、避難者台帳（名簿）をデジタル管理する場合においても、避難者の状況を把握するためのシステ

ムのバックアップとして、必要に応じ印刷の上、各避難所に補完することが望ましい。 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

2-9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-9-6 

 

 

 

 

 

 

６～７ 略 

 

第９節 要配慮者対策計画 

    略 

１ 要配慮者への対策 

町は、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自主防災組織等の防災関係機関並びに社会

福祉協議会、民生委員・児童委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等の福祉関係者と協力して、要配

慮者の避難支援に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 (1)～(5) 略 

２ 避難行動要支援者への対応 

 (1)～(7) 略 

 (8) 個別避難計画の作成 

ア 町は、庁内の防災・福祉・保健・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署による横断的な組織

のほか、避難支援等関係者と連携しながら作成に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

  イ 避難関係者への事前の個別避難計画の提供 

   （略） 

 

 

 

  ウ 略 

３～５ 略 

６ 外国人に対する対策 

 略 

(1) 多言語による広報の充実 

(2) 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化 

(3)～(4) 略 

７～８ 略 

 

第 10 節 津波災害予防計画 

    略 

６～７ 略 

 

第９節 要配慮者対策計画 

    略 

１ 要配慮者への対策 

町は、防災担当部局や福祉担当部局をはじめとする関係部局との連携の下、平常時から避難行動要支

援者に関する情報を把握し、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、定期的に更新を行うとと

もに、庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても要配慮者の安全の確保等に支障が生じないよう、電

子媒体と紙媒体の両方で保管するほか、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、デジタル技術を積極的

に検討する等、名簿情報及び個別避難計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

また、消防団、警察、自主防災組織等の防災関係機関及び平常時から要配慮者と接している社会福祉協

議会、民生委員、福祉事業者、障がい者団体等の福祉関係者と協力して、要配慮者に関する情報の共有、

避難行動支援に係る地域防災力の向上等、避難支援の体制整備を推進するものとする。 

 (1)～(5) 略 

２ 避難行動要支援者への対応 

 (1)～(7) 略 

 (8) 個別避難計画の作成 

ア 町は、庁内の防災・福祉・保健・地域づくりなどの関係する部署、これらの部署による横断的な組織

のほか、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、NPO 等の避難支援等に携わる関係者と連

携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成するよう努

める。この場合、例えば積雪寒冷地における積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するものとす

る。また、個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更

新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとともに、

庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の

適切な管理に努めるものとする。 

  イ 避難関係者への事前の個別避難計画の提供 

   （略） 

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援

者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものと

する。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

  ウ 略 

３～５ 略 

６ 外国人に対する対策 

 略 

(1) 支援物資の入手方法や広域避難の案内等、多言語による広報の充実 

(2) 指定緊急避難場所・道路標識等の災害に関する表示板の多言語化及びピクトグラム化 

(3)～(4) 略 

７～８ 略 

 

第 10 節 津波災害予防計画 

    略 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

2-10-2 

 

 

 

 

 

 

 

2-14-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-14-2 

 

 

 

 

 

 

 

１ 略 

２ 津波警戒の周知徹底 

 (1)～(4) 略 

(5) 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる津波（いわゆる津波地震や遠地地震によって引

き起こされるもの）が発生する可能性がある。 

 (6)～(11) 略 

 

第 11 節～第 13 節 略 

 

第 14 節 土砂災害の予防計画 

    略 

１ 土砂災害危険箇所の周知 

町は、防災関係機関等と連携して、急傾斜地崩壊危険区域等の土砂災害危険箇所の実態把握に努め、地

域住民に周知する。（「資料編 資料１０-６ 土砂災害危険箇所」参照）また、地域住民は土砂災害危険箇

所及び警戒避難に関する知識を深める。 

(1) 急傾斜地崩壊危険区域：傾斜度３０°以上、高さ５ｍ以上の急傾斜地で、保全人家等が現にあるもの及

び住宅の立地が見込まれるもの 

(2) 土石流危険渓流区域：渓流勾配３°以上の谷地形を有する渓流で、保全人家等が現にあるもの及び住宅

の立地が見込まれるもの 

２ 土砂災害危険箇所の警戒体制 

町長[担当は、建設対策部土木班とする。]は、地震により土砂災害が予想される場合、地域住民及び関

係機関と協力して、危険箇所の監視及び巡廻等を行い、災害を未然に防ぐ体制を整備する。 

３ 略 

４ 土砂災害危険箇所の情報収集・伝達 

 (1) 土砂災害情報等の収集 

  別図 2-6-1 略 

※情報を収集すべき危険箇所 

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（「資料編 資料１０-５ 土砂災害警戒区域等の指定箇

所」） 

・急傾斜地崩壊危険箇所及び土石流危険渓流（「資料編 資料１０-６ 土砂災害危険箇所」） 

(2) 略 

 (3) 避難情報の発令 

   （略） 

また、避難指示等は、土砂災害の危険度分布（大雨警報（土砂災害）の危険度分布及び土砂災害危険度

情報）において危険度が高まっているメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所等に発令すること

を基本とする。 

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所 

  略 

 (1)～(3) 略 

 (4) 避難指示等の発令対象区域 

土砂災害の危険が高まった場合の避難指示等の発令対象区域は、「資料５－２ 指定避難所」に記載の

１ 略 

２ 津波警戒の周知徹底 

 (1)～(4) 略 

 (5) 強い揺れを伴わず、危険を体感しないままに押し寄せる津波（いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴火

等によって引き起こされるもの）が発生する可能性がある。 

 (6)～(11) 略 

 

第 11 節～第 13 節 略 

 

第 14 節 土砂災害の予防計画 

    略 

１ 土砂災害警戒区域等の周知 

町は、防災関係機関等と連携して、土砂災害警戒区域等の実態把握に努め、地域住民に周知する。（「資

料編 資料１０-５ 土砂災害警戒区域等の指定箇所」参照）また、地域住民は土砂災害警戒区域等及び警

戒避難に関する知識を深める。 

  （削除） 

 

  （削除） 

 

２ 土砂災害警戒区域等の警戒体制 

町長[担当は、建設対策部土木班とする。]は、地震により土砂災害が予想される場合、地域住民及び関

係機関と協力して、危険箇所の監視及び巡廻等を行い、災害を未然に防ぐ体制を整備する。 

３ 略 

４ 土砂災害警戒区域等の情報収集・伝達 

 (1) 土砂災害情報等の収集 

  別図 2-6-1 略 

※情報を収集すべき危険箇所 

・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（「資料編 資料１０-５ 土砂災害警戒区域等の指定箇

所」） 

  （削除） 

 (2) 略 

 (3) 避難情報の発令 

   （略） 

また、避難指示等は、土砂災害の危険度分布（土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）及

び土砂災害危険度情報）において危険度が高まっているメッシュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所

等に発令することを基本とする。 

５ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定箇所 

  略 

 (1)～(3) 略 

(4) 避難指示等の発令対象区域 

土砂災害の危険が高まった場合の避難指示等の発令対象区域は、「資料５－２ 指定避難所」に記載の
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

2-14-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-16-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象町内会とする。 

なお、土砂災害警戒区域等に位置する公共施設は、糠内中学校、農業者トレーニングセンター、古舞

小学校、まなびや中里、葬斎場が該当する。 

 (5) 略 

６ 土砂災害防止対策 

(1) 町及び関係機関は、それぞれの所轄の区域の保全及び安全を確保するため、土砂災害危険箇所に防止柵

の設置を行い、また、表示板等により住民への周知を図る対策を講ずる。 

(2) 略 

７ 防災意識の向上 

(1) 土砂災害危険箇所（土砂災害警戒区域等）、洪水浸水想定区域、指定避難所、平時からの備え、その他

避難情報等の入手方法などを記載したハザードマップを全世帯に配布し、住民の土砂災害に対する知識

や認識の向上を図る。 

(2) 急傾斜地崩壊危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危険箇所の

住民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)の報告や住民自身による防災措置（自主避難

等）などの周知・啓発を図る。 

(3) 土石流危険渓流危険箇所の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危険箇所

の住民に対し、河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急激な濁り)の報告や住民自身による防災措

置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 

 

第 15 節 略 

 

第 16 節 積雪・寒冷対策計画 

     略 

１～４ 略 

５ 寒冷対策の推進 

 (1) 避難所対策 

町は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料のほ

か、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用スノーボード等）の備

蓄に努めるとともに、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、非常電源等のバ

ックアップ設備の整備に努める。 

また、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避難所の確保に努

める。                                       

なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予想さ

れることから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結などによ

り、必要な台数の確保に努める。 

 

 

 (2)～(4) 略 

６ 略 

 

第 17 節 略 

対象町内会とする。 

なお、土砂災害警戒区域等に位置する公共施設は、糠内中学校、農業者トレーニングセンター、旧古

舞小学校、まなびや中里、葬斎場が該当する。 

 (5) 略 

６ 土砂災害防止対策 

(1) 町及び関係機関は、それぞれの所轄の区域の保全及び安全を確保するため、土砂災害警戒区域等に防止

柵の設置を行い、また、表示板等により住民への周知を図る対策を講ずる。 

 (2) 略 

７ 防災意識の向上 

(1) 土砂災害警戒区域等、洪水浸水想定区域、指定避難所、平時からの備え、その他避難情報等の入手方法

などを記載したハザードマップを全世帯に配布し、住民の土砂災害に対する知識や認識の向上を図る。 

 

(2) 土砂災害警戒区域等の前兆現象を早期発見するため、日頃から職員が巡視するとともに、危険箇所の住

民に対し、斜面等の異常（亀裂、湧水、噴水、濁り水)や河川等の異常（山鳴、水位の急激な減少、急

激な濁り)の報告や住民自身による防災措置（自主避難等）などの周知・啓発を図る。 

 （削除） 

 

 

 

第 15 節 略 

 

第 16 節 積雪・寒冷対策計画 

     略 

１～４ 略 

５ 寒冷対策の推進 

 (1) 避難所対策 

町は、避難所における暖房等の需要の増大が予想されるため、電源を要しない暖房器具、燃料のほ

か、積雪期を想定した資機材（長靴、防寒具、スノーダンプ、スコップ、救出用スノーボード等）の備

蓄に努めるとともに、電力供給が遮断された場合における暖房設備の電源確保のため、施設に外部受電

盤等を設置するなど、非常電源等のバックアップ設備の整備に努める。 

また、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の借り上げ等、多様な避難所の確保に努

める。 

なお、冬期における屋外トイレは、寒さなどにより利用環境が悪化するとともに、水道凍結も予想さ

れることから、冬期間でも使用可能なトイレの調達方法を検討し、民間事業者との協定の締結などによ

り、必要な台数の確保に努める。 

町は、災害時避難所を開設する際には、避難所床面の寒冷に伴う低体温症の発症を予防するため、開

設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するよう努める。 

 (2)～(4) 略 

６ 略 

 

第 17 節 略 

 

閉校に伴う修正 

 

 

国 通知によ り

「土砂災害危険

箇所」を使用し

ないこととなっ

たことによる修

正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 略 

 

第２節 地震・津波情報伝達計画 

    略 

１ 緊急地震速報 

 (1) 緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想された地域に対し、緊急地

震速報（警報）を発表する。 

 

 (2) 略 

２ 津波警報等の種類及び内容 

(1) 津波警報等の種類 

ア 大津波警報及び津波警報：該当する津波予報区において、津波による重大な災害のおそれがあると

予想されるとき発表する。 

（略） 

イ 津波注意報：該当する津波予報区において、津波による災害のおそれがあると予想されるとき発表

する。 

ウ 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるとき発表する。 

(2) 発表基準・解説・発表される津波の高さ等 

ア 津波警報・注意報 

津波警報等

の種類 
発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害ととるべ

き行動 数値での発表 

（津波の高さ予想区分） 

巨大地震

の場合の

発表 

大津波警報 予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 （巨大） 

木造家屋が全壊・流失し、

人は津波による流れに巻

き込まれる。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただちに高

台や津波避難ビルなどの

安全な場所へ避難する。警

報が解除されるまで安全

な場所から離れない。 

10ｍ 

（５ｍ＜予想高さ≦10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想高さ≦５ｍ） 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 略 

 

第２節 地震・津波情報伝達計画 

    略 

１ 緊急地震速報 

 (1) 緊急地震速報の発表等 

最大震度５弱以上の揺れが予想された場合または長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、

震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想された地域に対し、緊急地震速報（警報）が発表され

る。 

 (2) 略 

２ 津波警報等の種類及び内容 

(1) 津波警報等の種類 

ア 大津波警報及び津波警報：該当する津波予報区において、津波による重大な災害のおそれが著しく

大きい場合に大津波警報を、津波による重大な災害のおそれがある場合に津波警報が発表される。 

（略） 

イ  津波注意報：該当する津波予報区において、津波による災害のおそれがあると予想されるときに発

表される。 

ウ 津波予報：津波による災害のおそれがないと予想されるときに発表される。 

(2) 発表基準・解説・発表される津波の高さ等 

ア 津波警報・注意報 

津波警報等

の種類 
発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害ととるべ

き行動 数値での発表 

（津波の高さ予想区分） 

巨大地震

の場合の

発表 

大津波警報 

（ 特 別 警

報） 

予想される津

波の最大波の

高さが高いと

ころで３ｍを

超える場合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 （巨大） 

巨大な津波が襲い、木造家

屋が全壊・流失し、人は津

波による流れに巻き込ま

れる。沿岸部や川沿いにい

る人は、ただちに高台や津

波避難ビルなどの安全な

場所へ避難する。警報が解

除されるまで安全な場所

から離れない。 

10ｍ 

（５ｍ＜予想高さ≦10ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想高さ≦５ｍ） 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波警報 予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３

ｍ以下の場合 

３ｍ 

（１ｍ＜予想高さ≦３ｍ） 

高い （高い） 

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生

する。人は津波による流れ

に巻き込まれる。沿岸部や

川沿いにいる人は、ただち

に高台や津波避難ビルな

どの安全な場所へ避難す

る。警報が解除されるまで

安全な場所から離れない。 

津波注意報 予想される津

波の高さが高

いところで0.2

ｍ以上、１ｍ

以下の場合で

あって、津波

による災害の

おそれがある

場合 

１ｍ 

（ 0.2ｍ≦予想高さ≦１

ｍ） 

（表記し

ない） 

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養殖

いかだが流失し小型船舶

が転覆する。海の中にいる

人はただちに海から上が

って、海岸から離れる。海

水浴や磯釣りは危険なの

で行わない。注意報が解除

されるまで海に入ったり

海岸に近付いたりしない。 

 

イ 略 

３ 地震・津波に関する情報の種類と内容 

(1) 地震に関する情報 

地震情報の種類 発表基準 内容 

略 

震源・震度に関する

情報 

以下のいずれかを満たした場合 

・震度３以上 

・津波警報等の発表時 

・若干の海面変動が予想される

場合 

・緊急地震速報（警報）を発表し

た場合 

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）、震度３以上を観

測した地域名と市町村名を発表 

震度５弱以上と考えられる地域で、

震度を入手していない地点がある場

合は、その市町村名を発表 

各地の震度に関す

る情報 

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、

地震の発生場所（震源）やその規模

（マグニチュード）を発表 

津波警報 予想される津

波の最大波の

高さが高いと

ころで１ｍを

超え、３ｍ以

下の場合 

３ｍ 

（１ｍ＜予想高さ≦３ｍ） 

高い （高い） 

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生

する。人は津波による流れ

に巻き込まれる。沿岸部や

川沿いにいる人は、ただち

に高台や津波避難ビルな

どの安全な場所へ避難す

る。警報が解除されるまで

安全な場所から離れない。 

津波注意報 予想される津

波の最大波の

高さが高いと

ころで0.2ｍ以

上、１ｍ以下

の場合であっ

て、津波によ

る災害のおそ

れがある場合 

１ｍ 

（ 0.2ｍ≦予想高さ≦１

ｍ） 

（表記し

ない） 

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養殖

いかだが流失し小型船舶

が転覆する。海の中にいる

人はただちに海から上が

って、海岸から離れる。海

水浴や磯釣りは危険なの

で行わない。注意報が解除

されるまで海に入ったり

海岸に近付いたりしない。 

イ 略 

３ 地震・津波に関する情報の種類と内容 

(1) 地震に関する情報 

地震情報の種類 発表基準 内容 

略 

震源・震度情報 ・震度１以上 

・津波警報、注意報発表または若干

の海面変動が予想された時 

・緊急地震速報（警報）発表時 

地震の発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）、震度１ 以上を観測し

た地点と観測した地震を発表。それに

加えて、震度３ 以上を観測した地域名

と市町村毎の観測した震度を発表 

震度５弱以上と考えられる地域で、震

度を入手していない地点がある場合

は、その市町村・地点名を発表 

略 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、

250m四方ごとの推計した震度（震度４

以上）を図情報として発表 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-1 

 

 

震度５弱以上と考えられる地域で、

震度を入手していない地点がある場

合は、その市町村名を発表 

略 

推計震度分布図 ・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもと

に、１km四方ごとの推計した震度（震

度４以上）を図情報として発表 

遠地地震に関する

情報 

国外で発生した地震について以

下のいずれかを満たした場合等 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が発生

する可能性がある地域で規模の

大きな地震を観測した場合 

地震の発生時刻、発生場所（震源）や

その規模（マグニチュード）を概ね30

分以内に発表 

 

日本や国外への津波の影響に関して

記述して発表 

長周期地震動に関

する観測情報 

・震度３以上 高層ビル内での被害の発生可能性等

について、地震の発生場所(震源）や、

その規模(マグニチュード）、地域ご

と及び地点ごとの長周期地震動階級

等を発表(地震発生から約20～30分

後に気象庁ホームページ上に掲載）。 

(2) 地震活動に関する解説資料等 

   （略） 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

略 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 防災に係る活動を支援するために、

週ごとの北海道の地震活動の状況を

取りまとめた資料。 

(3) 略 

４～７ 略 

 

第３節 災害情報等の収集、伝達計画 

    略 

１ 災害情報等の収集及び伝達体制の整備 

 (1)～(2) 略 

(3) 道、幕別町及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織、情報収集手段、通信ネットワーク等を全

面的に活用し、迅速・的確な災害情報等を収集し、相互に交換するものとする。 

また、被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡を行うための情報の収集・伝達手段の多重

遠地地震に関する情

報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等※ 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部など著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大き

な地震を観測した場合 

※国外で発生した大規模噴火を覚

知した場合にも発表することがあ

る 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を概ね30分

以内に発表※ 

日本や国外への津波の影響に関して記

述して発表 

※ 国外で発生した大規模噴火を覚知

した場合は１時間半～２時間程度で発

表 

長周期地震動に関す

る観測情報 

・震度１以上を観測した地震のう

ち長周期地震動階級１以上を観測

した場合 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動

階級の最大値のほか、個別の観測点毎

に、長周期地震動階級や長周期地震動

の周期別階級等を発表（地震発生から

10分後程度で１回発表） 

 

 

 

 

 

 

(2) 地震活動に関する解説資料等 

   （略） 

解説資料等の種類 発表基準 内容 

略 

週間地震概況 ・定期（毎週金曜） 防災に係る活動を支援するために、

週ごとの全国の地震などを取りまと

めた資料。 

 (3) 略 

４～７ 略 

 

第３節 災害情報等の収集、伝達計画 

    略 

１ 災害情報等の収集及び伝達体制の整備 

 (1)～(2) 略 

(3) 道、幕別町及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織や無人航空機、ＳＡＲ衛星等の情報収集手

段、通信ネットワーク等を全面的に活用し、迅速・的確な災害情報等を収集し、相互に交換するものとす

る。その際、ヘリ搭載カメラ、定点カメラなど様々な手段を用いて情報収集に当たるとともに、夜間はヘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-7 

 

 

 

 

 

化・多様化に努めるものとする。 

 

 

２～６ 略 

７ 被害状況報告 

  略 

○火災・災害等即報に関する情報の送付・連絡先  

【通常時の報告先】 

時間帯 平日（9:30～18：15） 平日（左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 
消防庁宿直室 

（防庁防災・危機管理センター内） 

略 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

（北海道総合行政情報

ネットワーク） 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-43423 

FAX   048-500-90-49033 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-49102 

FAX   048-500-90-49036 

８～９ 略 

 

第４節 略 

 

第５節 避難対策計画 

    略 

１～６ 略 

７ 指定避難所等の設置 

 (1)～(3) 略 

(4) 指定避難所の開設及び管理 

ア 町は、災害時は、必要に応じ、指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周知徹底を図るもの

とする。 

なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとともに、施設の構造や立地場所など安全

性の確保に努めるものとする。 

また、要配慮者のため、必要に応じて指定福祉避難所を開設するものとする。指定避難所だけでは

施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得

て避難所として開設する。 

 

   イ～エ 略 

   オ 町は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用

等を含めて検討するよう努めるものとする。 

   カ～キ 略 

８ 指定避難所の運営管理 

 (1) 略 

リ搭載赤外線カメラ等についても積極的に活用するものとする。 

また、被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡を行うための情報の収集・伝達手段の多重

化・多様化、非常用電源の確保に努めるものとする。 

２～６ 略 

７ 被害状況報告 

  略 

○火災・災害等即報に関する情報の送付・連絡先  

【通常時の報告先】 

時間帯 平日（9:30～18：15） 平日（左記時間帯以外）・休日 

報告先 消防庁応急対策室 
消防庁宿直室 

（防庁防災・危機管理センター内） 

略 

地域衛星通信ネットワ

ーク 

（北海道総合行政情報

ネットワーク） 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-49013 

FAX   048-500-90-49033 

衛星専用電話機(FAX)より 

電話 048-500-90-49102 

FAX   048-500-90-49036 

８～９ 略 

 

第４節 略 

 

第５節 避難対策計画 

    略 

１～６ 略 

７ 指定避難所等の設置 

 (1)～(3) 略 

(4) 指定避難所の開設及び管理 

ア 町は、災害時は、必要に応じ、指定避難所を開設するとともに、住民等に対し周知徹底を図るもの

とする。 

なお、開設にあたっては、施設の被害の有無を確認するとともに、施設の構造や立地場所など安全

性を確認し、避難所内を良好な生活環境とするため開設当初からパーティションや段ボールベッド等

の簡易ベッドを設置するよう努めるものとする。 

また、要配慮者のため、必要に応じて指定福祉避難所を開設するものとする。指定避難所だけでは

施設が量的に不足する場合には、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、管理者の同意を得

て避難所として開設する。 

   イ～エ 略 

オ 町は、感染症対策について、感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と

保健福祉担当部局が連携して、必要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努め

るものとする。 

   カ～キ 略 

８ 指定避難所等の運営管理等 

 (1) 略 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 指定避難所の運営管理 

  ア （略） 

また、町は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過度の負担がかからないよう

配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、

その立ち上げを支援するものとする。 

 

イ 町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のために必要な知識等の普及に努

めるものとする。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に避難所運営に関与できるよ

うに配慮するよう努めるものとする。 

なお、実情に合わせて、応援職員やボランティア、地域防災マスター等による避難所運営業務の分担

等、自主運営のための各種支援を行うこととし、関係団体等との連携・協力に努めるものとする。 

  ウ 略 

エ 町は、指定避難所ごとにそこに受け入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食事のみ

受け取りに来ている被災者、車中泊の被災者等に係る情報を早期に把握するとともに、やむを得ず指定

避難所に滞在することができない被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。 

 

  オ 町は、指定避難所の生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう実態とニーズ把握に努めるも

のとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものと

する。その際、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、道及び医療・保健関係者等は連

携して、段ボールベッドの早期導入や、衛生面において優れたコンテナ型のトイレの配備等の支援を行

うとともに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努めるものとする。また、避難

の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻

度、医師や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみ処理の状況など、避難者

の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

 

  カ～ケ 略 

  （新設） 

 

 

 

  コ 略 

サ 略 

シ 略 

ス 略  

セ 略 

ソ 略 

   タ 略 

 (3)～(4) 略 

９ 略 

10 広域避難 

 (2) 指定避難所の運営管理 

  ア （略） 

また、町は、指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからないよう

配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、

その立ち上げを支援するものとする。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人

材に対して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるように留意すること。 

イ 町は、指定避難所の運営管理に際しては、実情に合わせて、応援職員やボランティア、地域防災マス

ター等による避難所運営業務の分担等、自主運営のための各種支援を行うこととし、関係団体等との連

携・協力に努めるものとする。 

 

 

ウ 略 

エ 町は、指定避難所ごとにそこに受け入れている避難者に係る情報及び指定避難所で生活せず食事のみ

受け取りに来ている被災者、車中泊の被災者等に係る情報を早期に把握するとともに、やむを得ず指定

避難所に滞在することができない被災者等に係る情報の把握に努めるものとする。その際、デジタル技

術を活用し効率的な情報の把握に努めるものとする。 

  オ 町は、被災者の人間らしさを保てる環境を整備するため、指定避難所の生活環境に注意を払い、常に

良好なものとするよう実態とニーズ把握に努めるものとする。そのため、食事供与の状況、トイレの設

置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。その際、指定避難所の良好な生活環境の継続

的な確保及び福祉的な支援の充実のために、道及び医療・保健関係者等は連携して、段ボールベッドの

早期導入や、簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレ、キッチンカー等の設

置に配慮するよう努めるとともに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活

支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努めるものとする。また、避難の長期

化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師

や看護師等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、し尿・ごみ処理の状況など、避難者の健康状

態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

  カ～ケ 略 

コ 町は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利用者数、食料等の必要な物資数等を集約し、

必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に

対しても提供するものとする。 

なお、道は、町に対する助言・支援に努めるものとする。 

サ 略 

シ 略 

ス 略 

セ 略 

ソ 略 

タ 略 

チ 略 

 (3)～(4) 略 

９ 略 

10 広域避難 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

3-5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5-12 

 

 

 

 

 

3-5-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10-1 

 

 (1)～(3) 略 

(4) 関係機関の連携 

町、道及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で適

切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  広域一時滞在 

(1) 道内における広域一時滞在 

  ア～カ 略 

（新設） 

 

 

 

キ 略  

 (2)～(3) 略 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節～第９節 略 

 

第 10 節 交通応急対策計画 

    略 

１ 略 

２ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うため、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道

路啓開等の計画を立案するなど事前の備えを推進する。 

(1)～(3) 略 

(4) 関係機関の連携 

町、道及び運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で適

切な役割分担を行った上で、広域避難を実施するよう努めるものとする。 

この場合においては、次の事項に留意して対応するものとする。 

ア 広域避難を行うべき場合やその対象者の整理 

イ 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、旅館等を含む）の確保 

ウ バスなど被災者の移送手段の確保 

エ 広域避難についての被災者の意向の把握 

オ 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテル、旅館等を含む）のマッチング 

カ 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

キ 広域避難先での継続的な支援 

11  広域一時滞在 

(1) 道内における広域一時滞在 

  ア～カ 略 

キ 知事は、上記アに基づく町長からの助言の求めがあった場合には、被災住民の広域一時滞在が円滑

に行われるよう調整するとともに、この場合において、必要に応じ上記イからカにより協議元市町村

長又は協議先市町村が行うこととされている協議、通知および公示を代わって実施することができる

ものとする。 

ク 略  

 (2)～(3) 略 

 (4) 関係機関の連携 

道、町、運送事業者等は、あらかじめ策定した具体的な手順を定めた計画に基づき、関係者間で適切

な役割分担を行った上で、広域一時滞在を実施するよう努めるものとする。 

この場合においては、次の事項に留意して対応するものとする。 

(ｱ) 広域一時滞在を行うべき場合やその対象者の整理 

(ｲ) 被災者を受け入れ可能な施設（ホテル、旅館等を含む）の確保 

(ｳ) バスなど被災者の移送手段の確保 

(ｴ) 広域一時滞在についての被災者の意向の把握 

(ｵ) 被災者の希望を踏まえた、施設（ホテル、旅館等を含む）のマッチング 

(ｶ) 施設（ホテル、旅館等を含む）への移送 

(ｷ) 広域一時滞在先での継続的な支援 

 

第６節～第９節 略 

 

第 10 節 交通応急対策計画 

    略 

１ 略 

２ 交通応急対策の実施 

発災後の道路啓開、応急復旧を迅速に行うため、関係機関及び道路管理者相互の連携の下、あらかじめ道

路啓開等の計画を立案するなど事前の備えを推進する。 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-14-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-14-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

４ 緊急輸送のための交通規制 

  略 

 (1) 略 

 (2) 緊急通行車両の確認手続き 

  ア～エ 略 

  オ 事前届出制度の普及等 

    道、町及び地方行政機関は、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されるよう、

輸送協定を締結した民間事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度の周知を行うと

ともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図るものとする。 

 (3)～(4) 略 

５ 略 

 

第 11 節～第 13 節 略 

 

第 14 節 給水計画 

     略 

１ 実施責任 

 (1)～(2) 略 

 (3) 生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、緊急貯水槽（耐震性貯水槽）と配水池の貯留水を主体とし、不足す

る場合は、井戸水、自然水(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水槽等の水を浄化（ろ過、滅菌）

して供給するものとする。 

 

 (4) 略 

 （新設） 

 

 

２～６ 略 

７ 応援の要請 

  町長は、自らの飲料水の供給を実施することが困難な場合は、他市町村又は道へ飲料水の供給又はこれに

要する要因及び給水資機材の応援を要請するものとする。 

 

 

第 15 節 略 

 

道路啓開については、十勝地方道路啓開計画【初版】（令和５年３月 十勝地方道路防災連絡協議会）に基

づき実施する。 

なお、道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と生活インフラの連携した復旧

が行えるよう、関係機関との連携体制の整備・強化を図るものとする。 

 (1)～(6) 略 

３ 略 

４ 緊急輸送のための交通規制 

  略 

 (1) 略 

 (2) 緊急通行車両の確認手続き 

  ア～エ 略 

  オ 発災前確認手続の普及等 

    道、町及び地方行政機関は、輸送協定を締結した事業者等に対し、緊急通行車両標章交付のための確

認手続を発災前に行うことができる旨周知を行うとともに、自らも発災前の手続を積極的に行うなど、

その普及を図るものとする。 

 (3)～(4) 略 

５ 略 

 

第 11 節～第 13 節 略 

 

第 14 節 給水計画 

     略 

１ 実施責任 

 (1)～(2) 略 

 (3) 生活用水の確保 

災害時の生活用水の水源として、緊急貯水槽（耐震性貯水槽）と配水池の貯留水を主体とし、不足す

る場合は、井戸水、自然水(川、ため池等の水)プール、受水槽、防火水槽等の水を浄化（ろ過、滅菌）

して供給するものとする。 

なお、これらの水源は平時からリスト化に取り組むよう努めるものとする。 

 (4) 略 

 (5) 協定による給水 

災害時の応急給水や応急復旧及び応急復旧用資材の提供等について、必要に応じて水道関係団体や民

間事業者等と協定を締結する。 

２～６ 略 

７ 応援の要請 

  町長は、自らの飲料水の供給を実施することが困難な場合は、他市町村又は道へ災害時協定を締結する水

道関係団体や民間事業者等に対し、飲料水の供給又はこれに要する要因及び給水資機材の応援を要請するも

のとする。 

 

第 15 節 略 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

3-16-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-23-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-23-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 節 石油類燃料供給計画 

     略 

１～２ 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 節～第 22 節 略 

 

第 23 節 住宅対策計画 

     略 

１～３ 略 

４ 応急仮設住宅 

 （新設） 

 

 

 

 

 (1) 略 

 (2) 略 

(3) 建設型応急住宅の建設 

原則として、建設型応急住宅の設置は知事が行う。 

(4) 略 

(5) 建設予定場所 

    原則として町有地とする。ただし、これによりがたいときは、適当な公有地または私有地とする。 

    道及び町は、災害時に建設型応急住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設可能戸数に

ついて、あらかじめ把握するものとする。 

(6) 規模、構造、存続期間及び費用 

ア 建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨組立方式又は木造により、2～6 戸の連続建て又は共同建て

とし、北海道の気候に適した仕様とする。ただし、被害の程度その他必要と認めた場合は１戸建てに

より実施する。 

イ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事完了後、３月以内であるが、特定行政庁の許可を受け

て、２年以内とすることができる。 

ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、

政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに期間を延長することができる。 

 

第 16 節 石油類燃料供給計画 

     略 

１～２ 略 

３ 緊急車両等への優先給油の実施 

発災後に中核ＳＳにおいて優先給油を受けることができる緊急車両等は次のとおり。 

・緊急通行車両確認標章を提示した車両又は緊急通行車両等事前届出済証を提示した車両 

・規制除外車両事前届出済証を提示した車両 

・道路交通法第 39 条第１項に規定する緊急自動車 

・自衛隊車両 

・優先給油対象車両証明書を提示した車両 

・その他、知事が必要と認めた車両 

 

第 17 節～第 22 節 略 

 

第 23 節 住宅対策計画 

     略 

１～３ 略 

４ 応急仮設住宅 

(1) 応急仮設住宅の種類は次のとおりとする。 

ア 建設型応急住宅 

プレハブ住宅、木造住宅の建設、ムービングハウス等の設置 

イ 賃貸型応急住宅 

民間賃貸住宅の提供 

(2) 略 

(3) 略 

 

 

(4) 略 

(5) 建設型応急住宅の建設地、構造等 

・ 原則として町有地とする。ただし、これによりがたいときは、適当な公有地または私有地とする。 

・ 道及び町は、災害時に建設型応急住宅の設置が速やかに行われるよう、建設可能用地や建設可能戸

数について、あらかじめ把握するものとする。 

 

・ 建設型応急住宅は、原則として軽量鉄骨組立方式又は木造により、2～6 戸の連続建て又は共同建て

とし、北海道の気候に適した仕様とする。ただし、被害の程度その他必要と認めた場合は１戸建てに

より実施する。 

・ 応急仮設住宅の存続期間は、その建築工事完了後、３月以内であるが、特定行政庁の許可を受け

て、２年以内とすることができる。 

ただし、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、

政令で指定されたものに係る応急仮設住宅については、さらに期間を延長することができる。 

 (6) 費用 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-24-2 

 

 

 

 

 

 

3-28-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-28-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-29-3 

 

 

 

 

ウ 費用は災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

(7)～(8) 略  

５～10 略 

 

第 24 節 被災建築物安全対策計画 

    略 

１～４ 略 

５ 石綿飛散防災対策 

  被災建築物からの石綿の飛散による二次被害を防災するため、道は、町と連携し、「災害時における石綿飛

散防止に係る取扱いマニュアル」に基づき、建築物等の被災状況の把握、建築物等の所有者等に対する応急

措置の指導等を実施する。 

 

第 25 節～第 27 節 略 

 

第 28 節 広域応援計画 

地震等による大規模災害が発生した場合、町単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難と判断

した場合、道及び他市町村への応援要請については、本計画に定める。なお、応援要請にあたっては、受入

体制に不備が生じないよう十分配慮する。また、他の市町村が被災した場合には、被災地被害状況等の情報

収集を積極的に行うとともに、速やかに応援体制を整える。 

なお、広域応援のうち、広域一時滞在については、「本章 第５節 避難対策計画 10 （広域一時滞

在）」による。 

 

 

 

１～３ 略 

（新設） 

 

 

 

 

 

第 29 節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

     略 

１～３ 略 

４ 派遣活動 

 (1)～(9) 略 

 (10) 炊飯及び給水支援 

    略 

 (11)～(15) 略 

５～８ 略 

 

費用は災害救助法及び関係法令の定めるところによる。 

(7)～(8) 略  

５～10 略 

 

第 24 節 被災建築物安全対策計画 

    略 

１～４ 略 

５ 石綿飛散防災対策 

  被災建築物からの石綿の飛散による二次被害を防災するため、道は、町と連携し、「災害時における石綿飛

散防止に係る取扱いマニュアル（第３版）」（環境省）等に基づき、建築物等の被災状況の把握、建築物等の

所有者等に対する応急措置の指導等を実施する。 

 

第 25 節～第 27 節 略 

 

第 28 節 広域応援・受援計画 

地震等による大規模災害が発生した場合、町単独では十分な応急・復旧活動を実施することが困難と判断

した場合、道及び他市町村への応援要請については、本計画に定めるほか、「北海道災害時応援・受援マニ

ュアル」による。なお、応援要請にあたっては、冬期は、積雪・凍結等により、部隊や応援職員等の移動や

救助、輸送、復旧活動に通常より時間を要することから、平常時から装備・資機材の充実、活動要領等を考

慮する必要があるほか、道外からの応援者は積雪・凍結等の状況での円滑な行動が困難な場合があることに

留意し、受入体制に不備が生じないよう十分配慮する。また、他の市町村が被災した場合には、被災地被害

状況等の情報収集を積極的に行うとともに、速やかに応援体制を整える。 

なお、広域応援のうち、広域一時滞在については、「本章 第５節 避難対策計画 10 （広域一時滞

在）」による。 

１～３ 略 

４ 防災関係機関の活動拠点等 

防災関係機関は、災害応急対策若しくは災害復旧が円滑に実施できるよう、必要に応じて被災地域付近に

おける活動拠点の確保に努めるものとする。 

なお、活動拠点の確保や、燃料供給地点、応援者の宿泊場所等の確保が困難である場合は、道や市町村、

他の防災関係機関に対し活動拠点等の確保について協力を依頼することができる。 

 

第 29 節 自衛隊派遣要請及び派遣活動計画 

     略 

１～３ 略 

４ 派遣活動 

 (1)～(9) 略 

 (10) 給食、給水及び入浴支援 

    略 

 (11)～(15) 略 

５～８ 略 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

3-30-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-32-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 30 節 防災ボランティアとの連携計画 

    略 

１ 略 

２ ボランティアの受け入れ 

道、町、社会福祉協議会及び関係団体は、防災ボランティア活動指針に基づいて相互に協力し、ボランテ

ィア活動に関する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受入れ及びその調整のほか、ボ

ランティア活動をコーディネートする人材の配置等、被災地の早期復旧に向け、ボランティアの受入体制の

確保に努める。 

また、ボランティアの受入れに当っては、高齢者や障がい者等への支援や、外国人とのコミュニケーショ

ン等ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとともに、必要に応じてボランティア活動の

拠点を提供するなど、その活動が円滑に行われるよう必要な支援に努める。 

３～４ 略 

 

第 31 節 略 

 

第 32 節 災害救助法の適用と実施 

    略 

１～４ 略 

５ 救助の実施 

 (1) 救助の実施と種類 

   （略） 

（災害が発生した場合） 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 7 日以内 市町村・日赤道支部 

応急仮設住宅の供与 20 日以内に着工 

建設工事完了後 3 ヶ月以

内 

※特定行政庁の許可を受

けて 2年以内に延長可能 

対象者、対象箇所の選定～市町

村設置～道（ただし、委任した

ときは市町村） 

炊き出しその他による食品の給

与 

7 日以内 市町村 

飲料水の供給 7 日以内 市町村 

被服、寝具その他の生活必需品の

給与または貸与 

10 日以内 市町村 

医療 14 日以内 医療班～道・日赤道支部（ただ

し、委任したときは市町村） 

助産 分娩の日から 7日以内 医療班～道・日赤道支部（ただ

し、委任したときは市町村） 

災害にかかった者の救出 3 日以内 市町村 

住宅の応急修理 ３ヶ月以内（国の災害対

策本部が設置された場合

市町村 

第 30 節 防災ボランティアとの連携計画 

    略 

１ 略 

２ ボランティアの受け入れ 

  道、町、社会福祉協議会及び関係団体は、防災ボランティア活動指針に基づいて相互に協力し、ボランテ

ィア活動に関する被災地のニーズの把握に努めるとともに、ボランティアの受入れ及びその調整のほか、ボ

ランティア活動をコーディネートする人材の配置等、被災地の早期復旧に向け、ボランティアの受入体制の

確保に努める。 

また、ボランティアの受入れに当っては、ボランティアの技能等が効果的に活かされるよう配慮するとと

もに、必要に応じてボランティア活動の拠点を提供するなど、その活動が円滑に行われるよう必要な支援に

努める。 

３～４ 略 

 

第 31 節 略 

 

第 32 節 災害救助法の適用と実施 

    略 

１～４ 略 

５ 救助の実施 

 (1) 救助の実施と種類 

   （略） 

（災害が発生した場合） 

救助の種類 主な対象者 実施者区分 

避難所の設置（供与） ・災害により現に被害を

受け、又は受けるおそれ

のある者 

・災害が発生するおそれ

のある場合において、被

害を受けるおそれがあ

り、現に救助を要する者 

市町村・日赤道支部 

 

市町村 

応急仮設住宅の供与 住家が全壊、全焼又は流

失し、居住する住家がな

い者であって、自らの資

力では住宅を得ることが

できない者 

対象者、対象箇所の選定：市町

村設置：道（ただし、委任した

ときは市町村） 

炊き出しその他による食品の給

与 

避難所に避難している者

又は住家に被害を受け、

若しくは災害により現に

炊事のできない者 

市町村 

飲料水の供給 災害のために現に飲料水

を得ることができない者 

市町村 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、６ヶ月以内） 

学用品の給与 教科書等 1 ヶ月以内 

文房具等 15 日以内 

市町村 

市町村 

埋葬 10 日以内 市町村 

死体の捜索 10 日以内 市町村 

死体の処理 10 日以内 市町村・日赤道支部 

障害物の除去 10 日以内 市町村 

生業資金の貸与  現在運用されていない 

（注）期間については、すべて災害発生の日から起算することとし、内閣総理大臣の承認を得て実施期間を延長すること

ができる。 

（災害が発生するおそれがある場合） 

救助の種類 実施期間 実施者区分 

避難所の設置 救助を開始した日から、災害が発生しないと判明し、現に

救助の必要がなくなった日まで 

市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被服、寝具その他の生活必需品の

給与または貸与 

住家の全壊、全焼、流失、

半壊、半焼又は床上浸水、

全島避難等により、生活

上必要な被服、寝具、その

他生活必需品を喪失又は

損傷等により使用するこ

とができず、直ちに日常

生活を営むことが困難な

者 

市町村 

医療 災害により医療の途を失

った者 

救護班：道・日赤道支部（ただ

し、委任したときは市町村） 

助産 災害発生の日以前又は以

後の７日以内に分べんし

た者であって、災害のた

め助産の途を失った者 

救護班：道・日赤道支部（ただ

し、委任したときは市町村） 

被災者の救出 災害のため現に生命若し

くは身体が危険な状態に

ある者又は生死不明の状

態にある者を捜索し、又

は救出する者 

市町村 

被災した住宅の応急修理 災害のため住宅が半壊

（焼）又はこれに準ずる

程度の損傷を受け、雨水

の侵入等を放置すれば住

家の被害が拡大するおそ

れがある者など 

市町村 

学用品の給与 災害により住家の全壊

（焼）、流失、半壊（焼）

又は床上浸水による損失

若しくは損傷等により学

用品を使用することがで

きず、就学上支障のある

小学校児童、中学校生徒

及び高等学校等生徒（幼

稚園児、専門学校生、大学

生等は対象外） 

市町村 

埋葬 災害の際死亡した者を対

象に、実際に埋葬を実施

する者に支給 

市町村 

遺体の捜索 災害のため現に行方不明

の状態にあり、かつ、四囲

市町村 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-32-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

(2) 救助に必要とする措置 

知事は、救助を行うために必要とする場合における関係者に対する従事命令、協力、物資の収用、立

入検査等を、その緊急の限度においてそれぞれ救助法及び同施行令、規則並びに細則の定めにより実施

するものとし、同法第 23 条の 2、第 23 条の 3により指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長が公用

令書等によって行う職務について相互に協力をしなければならない。 

６ 略 

 

第４章 災害復旧計画 

第１節～第２節 略 

 

第３節 災害応急金融計画 

    略 

１ 実施計画 

 (1)～(4) 略 

 (5) 被災者生活再建支援金 

   略 

 

また、町は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期にり災

証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。 

住家等の被害の程度を調査する際は、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の写真を活用する

など、住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めること。 

 

の事情により、すでに死

亡していると推定される

者を捜索する 

遺体の処理 災害の際死亡した者に、

死体に関する処理（埋葬

を除く）をする 

市町村・日赤道支部 

障害物の除去 半壊（焼）又は床上浸水し

た住家であって、住居又

はその周辺に運ばれた土

石、竹木当で一時的に居

住できない状態であり、

自力では当該障害物を除

去できない者 

市町村 

 

(2) 救助の程度、方法及び期間 

災害救助法が適用された場合の救助の程度、方法及び期間については、災害救助法施行細則第 12 条に

よるものとする。 

なお、災害救助法施行細則第 12 条により救助の適切な実施が困難な場合には、知事は、内閣総理大臣

に協議し、同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

(3) 救助に必要とする措置 

知事は、救助を行うために必要とする場合における関係者に対する従事命令、協力、物資の収用、立

入検査等を、その緊急の限度においてそれぞれ救助法及び同施行令、規則並びに細則の定めにより公用

令書その他所定の定めにより実施するものとし、同法第５条、第６条により行う指定行政機関の長又は

指定地方行政機関の長が公用令書等によって行う職務について相互に協力をしなければならない。 

６ 略 

 

第４章 災害復旧計画 

第１節～第２節 略 

 

第３節 災害応急金融計画 

    略 

１ 実施計画 

 (1)～(4) 略 

 (5) 被災者生活再建支援金 

   略 

ア り災証明書 

町は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよう、発災後早期にり

災証明書の交付体制を確立し、被災者にり災証明書を交付する。 

なお、住家等の被害の程度を調査する際は、必要に応じて、航空写真、被災者が撮影した住家の

写真を活用するなど、住家被害の調査・判定を早期に実施できるよう努めるものとする。 

    イ 被災者台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 
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頁 現   行 （令和５年 12 月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1-1 

 

 

 

 

 

町は、被災者の被害の程度や援護の実施記録等を一元的に整理した被災者台帳を作成すること、当該台帳

作成に必要な範囲で、被災者に関する個人情報を活用できることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総則 

この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 16 年

法律第 27 号。以下「日本海溝特措法」という。）第５条第２項の規程に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝

型地震防災対策推進地域（以下「推進地域」という。）について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地

震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該推進地域における地震防災対策の推進を

図ることを目的とする。 

１～２ 略 

 

第２節～第９節 略 

町は、被災者の被害の程度や援護の実施記録等を一元的に整理した被災者台帳を作成し、被災者

の援護の総合的かつ効率的な実施に努めるものとする。作成にあたっては、被災者支援業務の迅速

化・効率化のため、デジタル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

なお、当該台帳作成に必要な範囲で、被災者に関する個人情報を内部で活用できることとする。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、災害ケ

ースマネジメント(一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対する

きめ細かな支援を継続的に実施する取組)の実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活

用したきめ細かな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に

努めるものとする。 

 

第５章 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画 

第１節 総則 

この計画は、日本海溝特措法第５条第２項の規程に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推

進地域（以下「推進地域」という。）について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整

備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該推進地域における地震防災対策の推進を図ることを目的と

する。 

 

１～２ 略 

 

第２節～第９節 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道地域防災

計画の修正に伴

う修正 

  



議案第2号 

幕別町水防計画の修正について 

 

１ 北海道水防計画の修正に伴う修正 

【 第４章 予報及び警報 】 

 ◆第１節 気象庁が行う予報及び警報 

  北海道水防計画の修正に伴い、「水防活動用警報等の種類」の一覧を修正 

 

◆第２節 洪水予報河川における洪水予報 

  北海道水防計画の修正に伴い、洪水予報河川における洪水予報の種類及び発表基準を

修正（水位の危険度レベルを低い順に変更） 

 

◆第３節 水位周知河川における水位到達情報 

  北海道水防計画の修正に伴い、水位周知河川における水位到達情報の種類及び発表基

準を修正（水位の危険度レベルを低い順に変更） 

 

◆第４節 水防警報 

  北海道水防計画の修正に伴い、「河川における水防警報（対象：十勝川・札内川・途別

川・猿別川）」の一覧を修正 

 

２ その他の修正 

  ・水防協力団体の指定に向けて水防協力団体に関する記述の追加（第１章 第３節、第

10 章 第７節、第 17章（新設）） 

・大雨注意報及び大雨警報に係る土壌雨量指数基準の変更に伴い数値の修正（第４章 

第１節） 

  ・各観測所における計画高水位の変更に伴い数値の修正（第４章 第２節・第４節、第

５章 第１節） 
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幕別町水防計画新旧対照表 
頁 現   行 （令和５年12月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総 則 

第１節～第２節 略 

 

第３節 水防の責任及び処理すべき事務又は業務の大綱 

    略 

１ 略 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

 (1) 幕別町の責務 

  ①～⑱ 略 

（新設） 

 

 

⑲ 水防従事者に対する災害補償（法第45 条） 

⑳ 消防事務との調整（法第50 条） 

※法第15 条の２（地下街等）、第34 条（水防協議会）、第36条（水防協力団体）、第40条（水防協力団体）

については、本町において該当しない。 

 (2)～(7) 略 

  （新設） 

 

 

 

 

３～５ 略 

 

第２章～第３章 略 

 

第４章 予報及び警報 

第１節 気象庁が行う予報及び警報 

１ 気象台（測候所）が発表又は伝達する注意報及び警報 

  略 

 (1) 水防活動用警報等の種類 

区  分 種  類 発 表 機 関 適  要 

気 象 予 報 警 報 

水防法第 10 条第 1 項 

気 象 業 務 法 

第 14 条の２第 1 項 

大雨注意報、大雨警

報、洪水注意報、洪水

警報、津波注意報、津

波警報 

帯広測候所 

（津波は気象

庁） 

一般向け注意報及び警報の

発表をもって代える 

第１章 総 則 

第１節～第２節 略 

 

第３節 水防の責任及び処理すべき事務又は業務の大綱 

    略 

１ 略 

２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

 (1) 幕別町の責務 

  ①～⑱ 略 

⑲ 水防協力団体の指定・公示（法第36条） 

⑳ 水防協力団体に対する監督等（法第39条） 

㉑ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第40条） 

㉒ 水防従事者に対する災害補償（法第45 条） 

㉓ 消防事務との調整（法第50 条） 

※法第15 条の２（地下街等）、第34 条（水防協議会）については、本町において該当しない。 

 

 (2)～(7) 略 

 (8)  水防協力団体の義務 

① 決壊の通報（法第25 条） 

② 決壊後の処置（法第26 条） 

③ 水防訓練の実施（法第32 条の２） 

④ 業務の実施等（法第36 条、第37条、第38条） 

３～５ 略 

 

第２章～第３章 略 

 

第４章 予報及び警報 

第１節 気象庁が行う予報及び警報 

１ 気象台（測候所）が発表又は伝達する注意報及び警報 

  略 

 (1) 水防活動用警報等の種類 

区  分 種  類 発 表 機 関 適  要 

気 象 等 予 報 警 報 

水防法第 10 条第 1 項 

気 象 業 務 法 

第 14 条の２第 1 項 

水防活動用気象注意

報・警報 

水防活動用洪水注意

報・警報 

帯広測候所 

一般の利用に適合する注意

報、警報及び特別警報の発表

をもって代える。なお、水防

活動の利用に適合する特別

警報は設けられていない。 
水防活動用津波注意

報、津波警報 
気象庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防協力団体

の指定に向け

た文言の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度第１回幕別町防災会議 資料(2) 
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頁 現   行 （令和５年12月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪 水 予 報 

水防法第 10 条第２項 

水防法第 11 条第１項 

気 象 業 務 法 

第 1 4 条の２第２項 

第 1 4 条の２第３項 

○○川洪水注意報 

○○川洪水警報 

帯広開発建設部 

十勝総合振興局 

釧路地方気象台 

（帯広測候所）

（共同） 

指定河川について、水位又は

流量を示して行う予報 

略 

 

 (2) 水防活動の利用に適合する注意報及び警報等の種類並びに内容 

   略 

 【大雨注意報の基準】  

一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

十勝地方 十勝中部 幕別町 ６ 85 

 

 【大雨警報の基準】 

一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

十勝地方 十勝中部 幕別町 13 138 

 

略 

 

【大津波警報・津波警報・津波注意報の基準】 

津波予報区 種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の 

場合の発表 

北海道太平洋

沿岸中部 

大津波警報※ 

予想される津波の高さが

高いところで３ｍを超え

る場合。 

１０ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 
１０ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波警報 

予想される津波の高さが

高いところで１ｍを超

え、３ｍ以下の場合。 

３ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

津波注意報 

予想される津波の高さが

高いところで 0.2ｍ以

上、１ｍ以下の場合であ

って、津波による災害の

おそれがある場合。 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 
（表記しない） 

 ※大津波警報は、特別警報に位置づけられている。 

 

洪 水 予 報 

水防法第 10 条第２項 

水防法第 11 条第１項 

気 象 業 務 法 

第 1 4 条の２第２項 

第 1 4 条の２第３項 

○○川洪水注意報 

○○川洪水警報 

帯広開発建設部 

十勝総合振興局 

釧路地方気象台

（共同） 

指定河川について、水位又は

流量を示して行う予報 

略 

 

(2) 水防活動の利用に適合する注意報及び警報等の種類並びに内容 

  略 

【大雨注意報の基準】 

一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

十勝地方 十勝中部 幕別町 ６ 89 

 

【大雨警報の基準】 

一次細分区域 
市町村等を 

まとめた地域 
二次細分区域 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

十勝地方 十勝中部 幕別町 13 132 

 

略 

 

【大津波警報・津波警報・津波注意報の基準】 

津波予報区 種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

数値での発表 

（津波の高さ予想の区分） 

巨大地震の 

場合の発表 

北海道太平洋

沿岸中部 

大津波警報 

（特別警報） 

予想される津波の最大波の高

さが高いところで３ｍを超え

る場合。 

１０ｍ超 

(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 
１０ｍ 

(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 

(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津波警報 

予想される津波の最大波の高

さが高いところで１ｍを超え、

３ｍ以下の場合。 

３ｍ 

(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 
高い 

津波注意報 

予想される津波の最大波の高

さが高いところで 0.2ｍ以上、

１ｍ以下の場合であって、津波

による災害のおそれがある場

合。 

１ｍ 

(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) 
（表記しない） 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準の変更に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕別町地域防

災計画（地

震・津波防災

計画編）との

表現の統一 
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頁 現   行 （令和５年12月） 改 正 案  備 考 

4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 気象情報等の種類 

(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

５日先までの警報級の現象の可能性が[高]・[中]の２段階で発表される。当日から翌日にかけては時間

帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気

予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。 

 

 

(2) 地方気象情報、府県気象情報 

    気象情報とは、気象業務法第11条及び気象官署予報業務規則第47条に明記されているとおり、観測結果

や予報事項に関する情報を発表し、防災関係機関や住民が円滑な防災活動を実施できるよう、公衆の利便

を増進することを目的とする情報。 

気象の予報等について、特別警報、警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・

注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場

所で降り続いているときには「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する○

○地方気象情報」という表題の気象情報が府県気象情報。 

地方気象情報、全般気象情報として発表される。 

 (3) 略 

(4) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクル（危険度分布）の「危険（紫）」が出現し、かつ数

年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解

析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）したときに、府県気象情報の一種として発表され

る。 

この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につな

がるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、

キキクル（危険度分布）で確認する必要がある。 

 (5) 略 

 (6) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷

注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっている時に天

気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される情報。 

なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができ

る。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等

の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が天気予報の対象地域と同じ発表

単位で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

３ 略 

４ 警報等の伝達経路及び手段 

 

 

 

 

２ 気象情報等の種類 

(1) 早期注意情報（警報級の可能性） 

    ５日先までの警報級の現象の可能性が[高]・[中]の２段階で発表される。当日から翌日にかけては時間

帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（石狩地方など）で、２日先から５日先にかけては日

単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（石狩・空知・後志地方など）で発表される。大雨と高

潮に関して、[高]又は[中]が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒

レベル１である。 

(2) 地方気象情報、府県気象情報 

（削除） 

 

 

気象の予報等について、特別警報、警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、特別警報・警報・

注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発表される情報。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非常に激しい雨が同じ場

所で降り続いているときには「線状降水帯」というキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する○

○地方気象情報」という表題の気象情報が府県気象情報。 

地方気象情報として発表される。 

 (3) 略 

(4) 記録的短時間大雨情報 

大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）が 観測（地上の雨

量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル

（危険度分布）の「危険」（紫）が出現している場合に、気象庁から発表される。 

この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫といった災害発生につな

がるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、

キキクル（危険度分布）で確認する必要がある。 

 

 (5) 略 

(6) 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷

注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに

発表される情報。 

なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができ

る。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等

の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を発表される。この情報の有効期間は、発表から

概ね１時間である。 

３ 略 

４ 警報等の伝達経路及び手段 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 
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 (1) 洪水等の場合 

  図４-１-１ 気象警報等伝達系統図（洪水の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        法定伝達経路             放送又は無線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 洪水等の場合 

  図４-１-１ 気象警報等伝達系統図（洪水の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        法定伝達経路             放送又は無線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道 帯広市 

勤務時間中は防災環

境課長（不在のときは

防災危機管理係長） 

 

勤務時間外は当直者 

（警報標題のみ） 

（対策通報） 

釧路地方気象台・帯広測候所 

帯広開発 

建設部 

自衛隊 

十勝総合振興局 

ＮＴＴ東日本 

（仙台センター） 

幕 別 町 役 場 

水防団 

（幕別町消防団） 

幕別消防署 

各部課長等 教 育 長 副 町 長 町   長 

関係 

機関 

及び 

団体 

清陵高校 
中札内高等養護

学校幕別分校 

各小中学校 各保育所 各 職 員 

園   児 
児童生徒 

  一    般    住    民 

ＮＨＫ 

報道局 

 

その他 

報道機関 

地区別情報

等連絡責任

者（町内会

長） 

とかち広域消防局 

帯広 

警察署 

北海道 帯広市 

勤務時間中は防災環

境課長（不在のときは

防災危機管理係長） 

 

勤務時間外は当直者 

（警報標題のみ） 

釧路地方気象台・帯広測候所 

帯広開発 

建設部 

自衛隊 

十勝総合振興局 

ＮＴＴ東日本 

（仙台センター） 

幕 別 町 役 場 

水防団 

（幕別町消防団） 

幕別消防署 

各部課長等 教 育 長 副 町 長 町   長 

関係 

機関 

及び 

団体 

清陵高校 
中札内高等養護

学校幕別分校 

各小中学校 各保育所 各 職 員 

園   児 
児童生徒 

  一    般    住    民 

ＮＨＫ 

報道局 

 

その他 

報道機関 

地区別情報

等連絡責任

者（町内会

長） 

とかち広域消防局 

帯広 

警察署 

（削除） 
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(2) 津波の場合 

図４-１-２ 気象警報等伝達系統図（津波の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※）    は、法定伝達経路 

 

第２節 洪水予報河川における洪水予報 

１ 種類及び発表基準 

 略 

水位の危険

度レベル 

洪水予報の

種類 
水位の名称 

発表する情報 

（予報文の標題） 
発表基準 

町・住民に求める

行動等 

レベル５ 洪水警報 （氾濫発生） ○○川氾濫発生情報 氾濫の発生 直ちに安全確保 

レベル４ 

（危険） 

洪水警報 氾濫危険水位 

 

○○川氾濫危険情報 氾濫危険水位

に到達 

市町村は避難指示

の発令を判断 

住民は避難指示の

発令に留意し、避

難指示が発令され

ていなくても自ら

避難を判断 

(2) 津波の場合 

図４-１-２ 気象警報等伝達系統図（津波の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※）    は、法定伝達経路 

 

第２節 洪水予報河川における洪水予報 

１ 種類及び発表基準 

 略 

水位の危険

度レベル 

洪水予報の

種類 
水位の名称 

発表する情報 

（予報文の標題） 
発表基準 

町・住民に求める

行動等 

レベル１ 
（発表な

し） 
水防団待機水位 （発表なし） 

基準地点の水

位が氾濫注意

水位を下回っ

たとき 

水防団待機 

レベル２ 

（注意） 
洪水注意報 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 
○○川氾濫注意情報 

基準地点の水

位が氾濫注意

水位（警戒水

位）に到達

水防団出動 

ハザードマップ等

により、災害が想

定されている区域

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正（表示

を水位の危険

度レベル低→

高に変更） 

 

 

 

 

 

（放送） 

（放送） 

（無線） 

（警報のみ） 

（対策通報） 

（対策通報） 

（無線） 

（警報のみ） 

北海道開発局 

帯広開発建設部 

水防管理者 

（幕別町長） 

 

幕 別 町 役 場 

（54-6601） 

※防災環境課 

（01558-8-2111） 

※地域振興課 

（54-2111）※夜間 

勤務時間中は 

防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

自 衛 隊 

札
幌
管
区
気
象
台 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

第一管区海上保安部 

北海道警察 

北 海 道 

（危機対策課） 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

気
象
庁 

消 防 庁 

NTT 東日本 

（仙台センター） 

NHK 報道機関 

報 道 機 関 

関
係
機
関 

一 

般 

住 

民 

とかち広域消防局

幕別消防署 

水防団 

（幕別町消防団） 

（忠類分団） 

船  舶 

携帯電話事業者 

（放送） 

（放送） 

（無線） 

（警報のみ） 

（無線） 

（警報のみ） 

北海道開発局 

帯広開発建設部 

水防管理者 

（幕別町長） 

 

幕 別 町 役 場 

（54-6601） 

※防災環境課 

（01558-8-2111） 

※地域振興課 

（54-2111）※夜間 

勤務時間中は 

防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

自 衛 隊 

札
幌
管
区
気
象
台 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

第一管区海上保安部 

北海道警察 

北 海 道 

（危機対策課） 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

気
象
庁 

消 防 庁 

NTT 東日本 

（仙台センター） 

NHK 報道機関 

報 道 機 関 

関
係
機
関 

一 

般 

住 

民 
とかち広域消防局

幕別消防署 

水防団 

（幕別町消防団） 

（忠類分団） 

船  舶 

携帯電話事業者 

（削除） 

（削除） 
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4-10 

 

 

 

 

 

 

 

レベル３ 

（警戒） 

洪水警報 避難判断水位 ○○川氾濫警戒情報 避難判断水位

に到達し、さ

らに水位の上

昇が見込まれ

る場合、ある

いは一定時間

後に氾濫危険

水位に到達す

ることが見込

まれた場合 

市町村は高齢者等

避難の発令を判断 

住民は高齢者等避

難の発令に留意

し、高齢者以外の

住民も避難の準備

をしたり自ら避難

を判断 

レベル２ 

（注意） 

洪水注意報 氾濫注意水位 

（警戒水位） 

○○川氾濫注意情報 氾濫注意水位

（警戒水位）

に到達し、さ

らに水位の上

昇が見込まれ

る場合 

水防団出動 

レベル１ （発表な

し） 

水防団待機水位 （発表なし）  水防団待機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国が行う洪水予報 

 (1) 略 

 (2) 洪水予報の対象となる基準観測所 

管理者 河川名 
観測所名（地先名） 

 

水防団待

機水位 

氾濫注 

意水位 

避難判 

断水位 

氾濫危 

険水位 

計画高 

水位 

開発局 

十勝川 
帯広（帯広市大通北

２丁目２-２地先） 
34.20m 35.20m 36.8m 37.4m 38.26m 

札内川 
第２大川橋（帯広市

大正町本町） 
102.20m 102.80m 103.50m 104.20m 104.96m 

 (3)～(4) 略 

し、さらに水

位の上昇が見

込まれる場合 

や避難先、避難経

路を確認 

レベル３ 

（警戒） 
洪水警報 避難判断水位 ○○川氾濫警戒情報 

基準地点の水

位が避難判断

水位に到達

し、さらに水

位の上昇が見

込まれる場

合、あるいは

一定時間後に

氾濫危険水位

に到達するこ

とが見込まれ

た場合 

市町村は高齢者等

避難の発令を判断 

住民は高齢者等避

難の発令に留意

し、高齢者以外の

住民も避難の準備

をしたり自ら避難

を判断 

レベル４ 

（危険） 
洪水警報 

氾濫危険水位 

 
○○川氾濫危険情報 

基準地点の水

位が氾濫危険

水位に到達し

たとき、ある

いは急激な水

位上昇により

まもなく氾濫

危険水位を超

え、さらに水

位の上昇が見

込まれるとき 

市町村は避難指示

の発令を判断 

住民は避難指示の

発令に留意し、避

難指示が発令され

ていなくても自ら

避難を判断 

レベル５ 洪水警報 （氾濫発生） ○○川氾濫発生情報 氾濫の発生 

災害がすでに発生

している状況。直

ちに身の安全を確

保 

 

２ 国が行う洪水予報 

 (1) 略 

 (2) 洪水予報の対象となる基準観測所 

管理者 河川名 
観測所名（地先名） 

 

水防団待

機水位 

氾濫注 

意水位 

避難判 

断水位 

氾濫危 

険水位 

計画高 

水位 

開発局 

十勝川 
帯広（帯広市大通北

２丁目２-２地先） 
34.20m 35.20m 36.8m 37.4m 39.40m 

札内川 
第２大川橋（帯広市

大正町本町） 
102.20m 102.80m 103.50m 104.20m 106.30m 

 (3)～(4) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準の変更に

伴う修正 
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4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 洪水予報の伝達経路及び手段 

 図４-２-１ 指定河川洪水予報の伝達系統図（十勝川・札内川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           法定伝達経路               放送又は無線 

 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 

１ 種類及び発表基準 

 略 

水位の危険度

レベル 

洪水予報の

種類 
水位の名称 

発表する情報 

（予報文の標題） 
発表基準 

町・住民に求める

行動等 

レベル５ 洪水警報 （氾濫発生） ○○川氾濫発生情報 氾濫の発生 

 

直ちに安全確保 

レベル４ 

（危険） 

洪水警報 氾濫危険水位 

（洪水特別警戒

水位） 

○○川氾濫危険情報 氾濫危険水位

に到達 

市町村は避難指示

の発令を判断 

住民は避難指示の

発令に留意し、避

難指示が発令され

ていなくても自ら

避難を判断 

レベル３ 

（警戒） 

洪水警報 避難判断水位 ○○川氾濫警戒情報 避難判断水位

に到達し、さ

らに水位の上

昇が見込まれ

市町村は高齢者等

避難の発令を判断 

住民は高齢者等避

難の発令に留意

(5) 洪水予報の伝達経路及び手段 

  図４-２-１ 指定河川洪水予報の伝達系統図（十勝川・札内川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           法定伝達経路               放送又は無線 

 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 

１ 種類及び発表基準 

 略 

水位の危険

度レベル 

洪水予報の

種類 
水位の名称 

発表する情報 

（予報文の標題） 
発表基準 

町・住民に求める

行動等 

レベル１ 
（発表な

し） 
水防団待機水位 （発表なし） 

基準地点の水

位が氾濫注意

水位を下回っ

たとき 

水防団待機 

レベル２ 

（注意） 
洪水注意報 

氾濫注意水位 

（警戒水位） 
○○川氾濫注意情報 

基準地点の水

位が氾濫注意

水位（警戒水

位）に到達

し、さらに水

位の上昇が見

込まれる場合 

水防団出動 

ハザードマップ等

により、災害が想

定されている区域

や避難先、避難経

路を確認 

レベル３ 

（警戒） 
洪水警報 避難判断水位 ○○川氾濫警戒情報 

基準地点の水

位が避難判断

市町村は高齢者等

避難の発令を判断 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正（表示

を水位の危険

度レベル低→

高に変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（放送） 

（放送） 

（対策通報） 

共
同
発
表 

水防管理者 

（幕別町長） 

 

幕 別 町 役 場 

（54-6601） 

※防災環境課 

（54-2111） 

※夜 間 

 

勤務時間中は 

防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

自 衛 隊 
釧
路
地
方
気
象
台 

十勝総合振興局 

（建設管理部） 

北海道警察 

帯
広
開
発
建
設
部 

NTT 東日本 

（仙台センター） 

NHK 報道機関 

報 道 機 関 

関
係
機
関 

一 
 

 
 

 

般 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

民 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

（対策通報） 

（放送） 

（放送） 

（削除） 

共
同
発
表 

水防管理者 

（幕別町長） 

 

幕 別 町 役 場 

（54-6601） 

※防災環境課 

（54-2111） 

※夜 間 

 

勤務時間中は 

防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

自 衛 隊 
釧
路
地
方
気
象
台 

十勝総合振興局 

（建設管理部） 

北海道警察 

帯
広
開
発
建
設
部 

NTT 東日本 

（仙台センター） 

NHK 報道機関 

報 道 機 関 

関
係
機
関 

一 
 

 
 

 

般 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

民 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

（削除） 
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頁 現   行 （令和５年12月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る場合、ある

いは一定時間

後に氾濫危険

水位に到達す

ることが見込

まれた場合 

し、高齢者以外の

住民も避難の準備

をしたり自ら避難

を判断 

レベル２ 

（注意） 

洪水注意報 氾濫注意水位 

（警戒水位） 

○○川氾濫注意情報 氾濫注意水位

に到達し、さ

らに水位の上

昇が見込まれ

る場合 

水防団出動 

レベル１ （発表な

し） 

水防団待機水位 （発表なし）  水防団待機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水位に到達

し、さらに水

位の上昇が見

込まれる場

合、あるいは

一定時間後に

氾濫危険水位

に到達するこ

とが見込まれ

た場合 

住民は高齢者等避

難の発令に留意

し、高齢者以外の

住民も避難の準備

をしたり自ら避難

を判断 

レベル４ 

（危険） 
洪水警報 

氾濫危険水位 

 
○○川氾濫危険情報 

基準地点の水

位が氾濫危険

水位に到達し

たとき、ある

いは急激な水

位上昇により

まもなく氾濫

危険水位を超

え、さらに水

位の上昇が見

込まれるとき 

市町村は避難指示

の発令を判断 

住民は避難指示の

発令に留意し、避

難指示が発令され

ていなくても自ら

避難を判断 

レベル５ 洪水警報 （氾濫発生） ○○川氾濫発生情報 氾濫の発生 

災害がすでに発生

している状況。直

ちに身の安全を確

保 

 

２ 略 
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頁 現   行 （令和５年12月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

4-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 道が行う水位到達情報の通知 

 (1)～(4) 略 

 (5) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

図４-３-２ 水位観測通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 水防警報 

１ 略 

２ 洪水時の河川に関する水防警報 

 (1) 種類及び発令基準 

   略 

河川における水防警報 （対象：十勝川・札内川・途別川・猿別川） 

種 類 内 容 発表基準 

待機 

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場

合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動

できるように待機する必要がある旨を警告

し、又は、水防機関の出動期間が長引くよう

な場合に、出動人員を減らしても差支えな

いが、水防活動をやめることはできない旨

を警告するもの。 

気象予報・警報等及び河川状況等によ

り、必要と認めるとき。 

準備 

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、

水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等

に努めるとともに、水防機関に出動の準備

をさせる必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量とその他の河川状況に

より必要と認めるとき。 

３ 道が行う水位到達情報の通知 

 (1)～(4) 略 

 (5) 水位到達情報の伝達経路及び手段 

図４-３-２ 水位観測通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 水防警報 

１ 略 

２ 洪水時の河川に関する水防警報 

 (1) 種類及び発令基準 

   略 

河川における水防警報 （対象：十勝川・札内川・途別川・猿別川） 

種 類 内 容 発表基準 

待機 

不意の出水あるいは水位の再上昇が懸念さ

れる場合に状況に応じて直ちに水防機関が

出動できるように待機する必要がある旨を

警告するもの。水防機関の出動期間が長引

くような場合に出動人員を減らしてもさし

つかえないが、水防活動をやめることはで

きない旨を警告するもの。 

気象予報、警報等及び河川状況により、

特に必要と認めるとき。 

準備 

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、

水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等

に努めるとともに、水防機関に出動の準備

をさせる必要がある旨を警告するもの。 

雨量、水位、流量その他の河川状況によ

り必要と認めるとき。 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防管理者 

（幕別町長） 

幕 別 町 役 場 

（54-6601） 

※防災環境課 

（54-2111） 

※夜 間 

勤務時間中は 

防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

自 衛 隊 

北海道警察 

水防上の関係機関 

水
防
上
の
関
係
機
関 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

北海道開発局 

帯広測候所 

北 海 道 

（危機対策課） 

帯広開発建設部 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

十勝総合振興局 

（帯広建設管理部） 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

釧路地方気象台 

水防管理者 

（幕別町長） 

幕 別 町 役 場 

（54-6601） 

※防災環境課 

（54-2111） 

※夜 間 

勤務時間中は 

防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

自 衛 隊 

北海道警察 

水防上の関係機関 

水
防
上
の
関
係
機
関 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

（削除） 

帯広測候所 

北 海 道 

（危機対策課） 

帯広開発建設部 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

十勝総合振興局 

（帯広建設管理部） 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

釧路地方気象台 
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頁 現   行 （令和５年12月） 改 正 案  備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動 
水防機関が出動する必要がある旨を警告す

るもの。 

氾濫注意情報等により、又は水位、流量

その他の河川状況により氾濫注意水位

（警戒水位）を超える恐れがあるとき。 

警戒 

水位、滞水時間その他水防活動上必要な状

況を明示するとともに、越水（水があふれ

る）、漏水、法崩れ（堤防斜面の崩れ）、亀裂、

その他河川状況により警戒を必要とする事

項を指摘して警告するもの。 

氾濫警戒情報等により、又は、既に氾濫

注意水位（警戒水位）を超え、災害のお

こるおそれがあるとき。 

解除 

水防活動を必要とする出動状況が解消した

旨、及び当該基準水位観測所による一連の

水防警報を解除する旨を通告するもの。 

氾濫注意水位（警戒水位）以下に下降し

たとき、又は水防作業を必要とする河

川状況が解消したと認めるとき。 

 

 

 

３ 国土交通大臣が行う水防警報 

 (1) 略 

 (2) 水防警報の対象となる基準観測所 

管理者 河川名 
観測所名（地先名） 

 

水防団 

待機水位 

氾濫注 

意水位 

避難判 

断水位 

氾濫危 

険水位 

計画高 

水位 

開発局 

十勝川 
帯広（帯広市大通北

２丁目２-２地先） 
34.20m 35.20m 36.80m 37.40m 38.26m 

札内川 
第２大川橋（帯広市

大正町本町） 
102.20m 102.80m 103.50m 104.20m 104.96m 

略 

 (3) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動 
水防機関が出動する必要がある旨を警告す

るもの。 

河川氾濫注意情報等により、又は水位、

流量その他の河川状況により、氾濫注

意水位に達しなお上昇のおそれがある

とき。 

指示 

水位、滞水時間その他水防活動上必要な状

況を明示するとともに、越水（水があふれ

る）、漏水、法崩れ（堤防斜面の崩れ）、亀裂、

その他河川状況により警戒を必要とする事

項を指摘して警告するもの。 

河川氾濫警戒情報等により、又は、既に

氾濫注意水位を超え、災害のおこるお

それがあるとき。 

解除 

水防活動を必要とする出水状況が解消した

旨、及び当該基準水位観測所による一連の

水防警報を解除する旨を通告するもの。 

氾濫注意水位以下に下降したとき、又

は氾濫注意水位以上であっても水防作

業を必要とする河川状況が解消したと

認めるとき。 

 

３ 国土交通大臣が行う水防警報 

 (1) 略 

 (2) 水防警報の対象となる基準観測所 

管理者 河川名 
観測所名（地先名） 

 

水防団 

待機水位 

氾濫注 

意水位 

避難判 

断水位 

氾濫危 

険水位 

計画高 

水位 

開発局 

十勝川 
帯広（帯広市大通北

２丁目２-２地先） 
34.20m 35.20m 36.80m 37.40m 39.40m 

札内川 
第２大川橋（帯広市

大正町本町） 
102.20m 102.80m 103.50m 104.20m 106.30m 

略 

 (3) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準の変更に

伴う修正 
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4-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 水防警報の伝達経路及び手段 

  図４-４-１ 国土交通大臣が行う水防警報伝達系統図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 道が行う水防警報 

 (1)～(3) 略 

 (4) 水防警報の伝達経路及び手段 

図４-４-２ 道が行う水防警報伝達系統図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 水防警報の伝達経路及び手段 

  図４-４-１ 国土交通大臣が行う水防警報伝達系統図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 道が行う水防警報 

 (1)～(3) 略 

 (4) 水防警報の伝達経路及び手段 

図４-４-２ 道が行う水防警報伝達系統図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号の変

更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

電話番号の変

更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

２６-９０２３ 

 

帯広開発建設部 

２４-４１２１ 

帯広測候所 

２４-４５５５ 

十勝総合振興局 

（帯広建設管理部） 

２６-９２１１ 

陸上自衛隊第５旅団

第４普通科連隊本部

管理中隊 

 ４８－５１２１ 

水防管理者 

（幕別町長） 

幕 別 町 役 場 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

北海道 

（維持管理防災課） 

北 海 道 

（危機対策課） 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

５４-２４３４ 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

水防関係機関 

北海道開発局 

水防関係機関 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１１０ 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

２６-９０２３ 

 

帯広開発建設部 

２４-４１２１ 

帯広測候所 

２５-２３３４ 

十勝総合振興局 

（帯広建設管理部） 

２６-９２１１ 

陸上自衛隊第５旅団

第４普通科連隊本部

管理中隊 

 ４８－５１２１ 

水防管理者 

（幕別町長） 

幕 別 町 役 場 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

北海道 

（維持管理防災課） 

北 海 道 

（危機対策課） 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

５４-２４３４ 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

水防関係機関 

（削除） 

水防関係機関 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１４６ 

十勝総合振興局 

（危機対策室） 

２６-９０２３ 

 

帯広開発建設部 

２４-４１２１ 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１１０ 

十勝総合振興局 

（帯広建設管理部） 

２６-９２１１ 

陸上自衛隊第５旅団

第４普通科連隊本部

管理中隊 

 ４８－５１２１ 
水防管理者 

（幕別町長） 

幕 別 町 役 場 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

北海道開発局 

北 海 道 

（危機対策課） 

（専用回線） 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

５４-２４３４ 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

水防関係機関 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

水防関係機関 

帯広測候所 

２４-４５５５ 十勝総合振興局 

（危機対策室） 

２６-９０２３ 

 

帯広開発建設部 

２４-４１２１ 

釧路地方気象台 

０１５４-３１-５１４６ 

 

十勝総合振興局 

（帯広建設管理部） 

２６-９２１１ 

陸上自衛隊第５旅団

第４普通科連隊本部

管理中隊 

 ４８－５１２１ 
水防管理者 

（幕別町長） 

幕 別 町 役 場 

５４-６６０１※防災環境課 

５４-２１１１※夜  間 

勤務時間中は防災環境課長 

勤務時間外は当直者 

帯広警察署 

２５-０１１０ 

北海道開発局 

北 海 道 

（危機対策課） 

（専用回線） 

とかち広域消防局 

幕別消防署 

５４-２４３４ 

水 防 団 

（幕別町消防団） 

水防関係機関 

北 海 道 

（維持管理防災課） 

水防関係機関 

帯広測候所 

２５-２３３４ 
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5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-2 

 

 

 

8-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-7 

 

 

 

 

 

 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 

１ 水位観測所 

 略 

観測所名 河川名 位 置 
水防団 

待機水位 

氾濫注意 

水位 

（警戒水位） 

避難判断 

水位 

氾濫危険 

水位 

（特別警戒 

水位） 

計画高 

水 位 
所 管 

略 

第二大川橋 札内川 
帯広市大正町 

本町（大川橋） 
102.20m 102.80m 103.50m 104.20m 104.96m 

基準観測所 

開発局 

帯  広 十勝川 
帯広市大通北２丁目

2-2地先（十勝大橋） 
34.20ｍ 35.20ｍ 36.80ｍ 37.40ｍ 38.26ｍ 

基準観測所 

開発局 

略 

 

第６章～第７章 略 

 

第８章 通信連絡 

第１節 水防通信網の確保 

１～２ 略 

３ その他の通信施設の利用 

 略 

 (1)～(3) 略 

 (4) 北海道電力株式会社通信施設 

 (5)～(7) 略 

４ 水防通信連絡 

名   称 所 在 地 電話番号 備    考 

略 

帯広測候所 帯広市東4条南9丁目2番地1 0155-24-4555 ﾎｯﾄﾗｲﾝ26-3519 

略 

 

第９章 略 

 

第10章 水防活動 

第１節～第５節 略 

第６節 避難のための立退き 

(1) 洪水又は津波により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者は、必要と認める区域

の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。この場合、帯広警察署長にその

旨を通知するものとする。 

 (2)～(3) 略 

 

第７節 決壊・越水等の通報 

１ 決壊、漏水等の通報 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 

１ 水位観測所 

 略 

観測所名 河川名 位 置 
水防団 

待機水位 

氾濫注意 

水位 

（警戒水位） 

避難判断 

水位 

氾濫危険 

水位 

（特別警戒 

水位） 

計画高 

水 位 
所 管 

略 

第二大川橋 札内川 
帯広市大正町 

本町（大川橋） 
102.20m 102.80m 103.50m 104.20m 106.30m 

基準観測所 

開発局 

帯  広 十勝川 
帯広市大通北２丁目

2-2地先（十勝大橋） 
34.20ｍ 35.20ｍ 36.80ｍ 37.40ｍ  39.40ｍ 

基準観測所 

開発局 

略 

 

第６章～第７章 略 

 

第８章 通信連絡 

第１節 水防通信網の確保 

１～２ 略 

３ その他の通信施設の利用 

 略 

 (1)～(3) 略 

 (4) 北海道電力株式会社・北海道ネットワーク株式会社通信施設 

 (5)～(7) 略 

４ 水防通信連絡 

名   称 所 在 地 電話番号 備    考 

略 

帯広測候所 帯広市東4条南9丁目2番地1 0155-25-2334 ﾎｯﾄﾗｲﾝ26-3519 

略 

 

第９章 略 

 

第10章 水防活動 

第１節～第５節 略 

第６節 避難のための立退き 

(1) 洪水又は津波により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者は、必要と認める区域

の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。この場合、

帯広警察署長にその旨を通知するものとする。 

 (2)～(3) 略 

 

第７節 決壊・越水等の通報 

１ 決壊、漏水等の通報 

 

 

 

基準の変更に

伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

電話番号の変

更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道水防計

画の修正に伴

う修正 

 

 

 

 



 13 / 13 

 

頁 現   行 （令和５年12月） 改 正 案  備 考 

10-8 

 

 

 

 

10-9 

 

 

 

 

 

 

 

17-1 

 

 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設等が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生した

ときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長は、次のとおり直ちに一般住民、関係機関及び隣接市町村に

通報する。 

２ 略 

３ 決壊等後の措置 

堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときにおいても、水防

管理者、水防団長、消防機関の長は、できる限り氾濫による被害が拡大しないよう努めるものとする。 

 

 

第８節 略 

 

第11章～第16章 略 

 

（新設） 

 

水防に際し、堤防、ダムその他の施設等が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生した

ときは、水防管理者、消防機関の長、水防協力団体の代表者は、次のとおり直ちに一般住民、関係機関及び

隣接市町村に通報する。 

２ 略 

３ 決壊等後の措置 

堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときにおいても、水防

管理者、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限り氾濫による被害が拡大しないよう努めるも

のとする。 

 

第８節 略 

 

第11章～第16章 略 

 

第17章 水防協力団体 

第１節 水防協力団体の指定、監督、情報の提供 

 水防管理団体は、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準

ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。

また、水防管理団体は水防協力団体が適正かつ確実な実施を確保するため水防計画に位置付けるとともに、そ

の業務について報告させることができる。なお、国、都道府県及び水防管理団体は水防協力団体に対し、その

業務の実施に関し必要な情報提供、指導若しくは助言をするものとする。 

 

第２節 水防協力団体の業務 

水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 ア 水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力 

 イ 水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

 ウ 水防に関する情報又は資料の収集、提供 

 エ 水防に関する調査研究 

 オ 水防に関する知識の普及、啓発 

 カ 前各号に附帯する業務 

 

第３節 水防協力団体と消防団等との連携 

水防協力団体は、消防団との密接な連携の下に前項の業務を行わなければならない。また、水防協力団体

は、毎年消防団及び消防機関が行う水防訓練に参加するものとする。 

水防協力団体

の指定に向け

た文言の追加 

 

 

水防協力団体

の指定に向け

た文言の追加 

 

 

 

 

 

水防協力団体

の指定に向け

た章の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


